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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年１０月１９日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　４時２２分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 山本靖一  副委員長 野原　修  委　　員 藤浦雅彦
委　　員 木村勝彦  委　　員 原田　平 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正
都市整備部長　小山和重 同部次長　吉田和生
都市計画課長　新留清志　　同課参事　三輪　知広　　同課参事　磯崎秀彦　
公園みどり課長　西村克己　建築住宅課長　林　弘一
土木下水道部長　藤井義己　同部次長兼下水道事業課長　渡辺勝彦
同部参事兼道路管理課長　堀　和夫　同部参事兼下水道業務課長　石川裕司
道路管理課参事　川上昭人　道路交通課長　山本博毅
水道部長　宮川茂行　　

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局書記　田村信也

１．審査案件（審査順）
認定第１号　平成２２年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
認定第６号　平成２２年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件
認定第２号　平成２２年度摂津市水道事業会計決算認定の件
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（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　おはようございます。

ただいまから建設常任委員会を開会しま

す。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　今日もすばらしい秋晴れになりました。

スポーツ、文化の秋、たけなわでござい

ます。各委員におかれましては、いろん

な行事でお忙しい中、本日は委員会を開

催いただきまして、ありがとうございま

す。

　平成２２年度の歳入歳出決算における

建設常任委員会の所管分をご審査いただ

くわけでございますけれども、どうぞ慎

重審査の上、ご認定いただきますよう、

よろしくお願いいたします。

　いつものことでございますが、一たん

中座いたしますが、どうぞ最後までよろ

しくお願いします。

○山本靖一委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は野原委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　異議なしと認め、そ

のように決定しました。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　認定第１号の所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　藤井土木下水道部長。

○藤井土木下水道部長　認定第１号、平

成２２年度摂津市一般会計歳入歳出決算

のうち、土木下水道部にかかわります部

分につきまして、目を追って、その主な

ものについて、補足説明させていただき

ます。

　なお、平成２３年４月１日付におきま

して、土木下水道部の体制が現体制に機

構改革されましたが、平成２２年度決算

での内容は、旧の体制で記載されており

ますので、旧体制の名称で説明させてい

ただきます。

　それでは、決算事項別明細書に従いま

して、まず、歳入から説明させていただ

きます。

　３２ページをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目３、衛生使用料、節３、クリー

ンセンター使用料は、（仮称）吹田貨物

ターミナル駅の建設工事用車両がクリー

ンセンター内を通行することに伴い、鉄

道運輸機構から使用料を徴収したほか、

関西電力株式会社の電柱等の占用に係る

使用料でございます。

　目４、農林水産業使用料、節１、水路

使用料は、大阪ガス株式会社ほか２件の

法定外水路占用料でございます。

　目５、土木使用料、節１、道路使用料

は、関西電力株式会社ほか４０件の道路

占用料でございます。

　節４、駐車場使用料は、千里丘駅東、

フォルテ摂津、摂津駅、南摂津駅、及び

阪急摂津市駅の各自動車、及び自転車駐

車場の使用料と、駐車場用地使用料でご

ざいます。そのうち、駐車場用地使用料

は、千里丘西自転車駐車場並びに正雀駅

南第１自転車駐車場敷地内ほか１件の関

西電力株式会社の電柱使用料でございま

す。

　３４ページをお開き願います。

　項２、手数料、目１、節１、総務手数

料のうち下から２行目の諸証明手数料は
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道路幅員証明等、５１件の手数料でござ

います。

　３６ページをお開き願います。

　目２、衛生手数料、節５、し尿処理手

数料は、し尿及び浄化槽汚泥の処理手数

料と浄化槽清掃業許可申請手数料等でご

ざいます。

　目３、農林水産業手数料、節２、明示

手数料は水路敷地境界明示１６件の手数

料でございます。

　目４、土木手数料、節１、明示手数料

で、上から１行目道路敷地境界等明示６

９件と上から３行目、自転車・自動車駐

車場明示１件の手数料でございます。

　３８ページをお願いします。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目３、土木費国庫補助金、節２、地

籍調査費補助金は都市再生地籍調査委託

補助金でございます。

　４８ページをお願いします。

　款１５、府支出金、項２、府補助金、

目６、土木費府補助金、節２、地籍調査

費補助金は、都市再生地籍調査委託補助

金でございます。

　５０ページをお開き願います。

　項３、委託金、目３、土木費委託金、

節１、土木管理費委託金は大阪府からの

河川環境整備工事委託金と鶴野橋外、ポ

ンプ管理委託金、並びに自転車等移動保

管業務委託金でございます。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目１、財産貸付収入、節１、土地建

物貸付収入は上から４行目、土地貸付収

入１件でございます。

　５２ページをお開き願います。

　款１７、寄附金、項１、目１、節１、

寄附金は、上から７行目の一般寄附金１

件を受けたものでございます。

　６０ページをお開き願います。

　款１９、諸収入、項４、目２、雑入、

節１、雑収入で、当部に関係いたすもの

は中段の道路課では、損害賠償保険金、

路上放棄車処理協力金と電力売却料で、

その下、交通対策課では、自転車等移動

保管料、自転車等鉄屑処分金と定期駐車

カード再発行料で、その下、下水道整備

課では、踏荒し整地料でございます。

　続きまして、歳出につきましてご説明

申し上げます。

　事務報告書につきましては、道路課は

２３５ページから、交通対策課は２４７

ページから、下水道業務課は、２６１ペー

ジから、下水道管理課は２６７ページか

ら、下水道整備課は２７９ページから記

載いたしておりますので、合わせてご参

照願います。

　１３６ページをお開き願います。

　款４、衛生費、項２、清掃費、目１、

清掃総務費、節７、賃金のうち、臨時職

員賃金は、下水道業務課のし尿及び浄化

槽汚泥に係る事務処理に従事する臨時職

員２名の賃金でございます。

　１３８ページをお開き願います。

　目３、し尿処理費につきましては、そ

の執行率９４．５％でございます。詳細

につきましては、決算概要の１０８ペー

ジから１１１ページに記載いたしており

ますので、合わせてご参照願います。

　その主な内容としまして、節７、賃金

では、クリーンセンターにおいて、し尿

等の前処理業務に従事する臨時職員の賃

金でございます。

　節１１、需用費では、クリーンセンター

の維持管理に係る消耗品費や光熱水費、

修繕料等でございます。

　節１３、委託料では、し尿収集運搬委

託料ほか、クリーンセンターの諸施設に

係る委託料でございます。

　１４０ページをお開き願います。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、
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吹田市正雀終末処理施設に係る維持管理

負担金及び整備負担金でございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金では、

し尿くみ取りから公共下水道への切替え

に伴う、し尿くみ取り業者への補償金で

ございます。

　１４４ページをお開き願います。

　款５、農林水産業費、項１、農業費、

目４、農業水路費につきましては、その

執行率９６．９％でございます。詳細に

つきましては、決算概要の１１２ページ

から１１５ページに記載いたしておりま

すので、合わせてご参照願います。

　その主な内容としましては、節７、賃

金では、水路やポンプ場の管理及びしゅ

んせつ等に係る賃金でございます。

　節１１、需用費では、水路やポンプ施

設に係る光熱水費及び修繕料等でござい

ます。

　節１３、委託料では、河原樋及び五久

樋ポンプ場の管理業務委託料並びに水路

台帳システム構築委託料でございます。

　節１５、工事請負費では、鳥飼上用水

路改良工事でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金では、

神安土地改良区ほか１１件の負担金等で

ございます。

　１４８ページをお開き願います。

　款７、土木費、項１、土木管理費、目

１、土木総務費につきましては、その執

行率９９．８％でございます。詳細につ

きましては、決算概要の１１８ページか

ら１１９ページに記載いたしております

ので、合わせてご参照願います。

　その主な内容としましては、節１３、

委託料では、土木積算システムに係る保

守委託料と土木維持作業業務に係る委託

料でございます。

　節１６、原材料費では、土木維持作業

に係る縞鋼板等の補修用材料費でござい

ます。

　続いて、節１９、負担金、補助及び交

付金では、日本道路協会ほか３件の負担

金でございます。

　１５２ページをお開き願います。

　節２８、繰出金では、公共下水道事業

特別会計に対する繰出金でございます。

　目２、交通対策費につきましては、そ

の執行率９８．４％でございます。詳細

につきましては、決算概要の１２０ペー

ジから１２３ページに記載いたしており

ますので、合わせてご参照願います。

　その主な内容としましては、節１１、

需用費では、放置自転車等保管事務所の

光熱水費と道路反射鏡の修繕料等でござ

います。

　節１３、委託料では、駐車場管理ほか

１０件の委託料でございます。

　節１４、使用料及び賃借料では、西日

本旅客鉄道株式会社より借地しておりま

す千里丘駅東自転車駐車場ほか３件の土

地借上料でございます。

　節１５、工事請負費では、交通安全対

策工事としまして、道路課では道路反射

鏡設置工事、交通対策課では夜間点滅式

交差点鋲設置工事及び交差点改良工事で

ございます。

　節１８、備品購入費では、平成２２年

７月１日に開場いたしました摂津市駅前

第１自転車駐車場で使用する金庫及びロッ

カー等の購入を行ったものでございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金では、

その主な内容としましては、市内循環バ

ス運行補助金等でございます。

　項２、道路橋りょう費、目１、道路橋

りょう総務費につきましては、その執行

率は９２．８％でございます。詳細につ

きましては、決算概要の１２２ページか

ら１２３ページに記載いたしております

ので、合わせてご参照願います。
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　１５４ページをお開き願います。

　道路橋りょう総務費の主な内容としま

しては、節１３、委託料では、駅前広場

管理委託料、モノレール駅前広場管理委

託料、摂津市駅駅前管理委託料及び都市

再生地籍調査業務委託料等でございます。

　目２、道路維持費につきましては、そ

の執行率８５．４％でございます。詳細

につきましては、決算概要の１２４ペー

ジから１２５ページに記載いたしており

ますので、合わせてご参照願います。

　その主なものとしましては、節１１、

需用費の修繕料では、道路の維持補修を

行ったものでございます。

　節１３、委託料では、街路樹剪定委託

料ほか２件でございます。

　節１５、工事請負費では、その主な内

容としましては、新在家鳥飼中線ほか１

５路線の道路維持工事でございます。な

お、繰越明許費は、鳥飼西３８号線道路

補修工事でございます。

　目３、道路新設改良費につきましては、

その執行率９９．９％でございます。詳

細につきましては、決算概要の１２４ペー

ジから１２５ページに記載いたしており

ますので、合わせてご参照願います。

　その主な内容としましては、節１５、

工事請負費では、鳥飼西３８号線側溝改

修工事の道路工事でございます。

　目４、交通安全対策費につきましては、

その執行率６９．６％でございます。詳

細につきましては、決算概要の１２４ペー

ジから１２５ページに記載いたしており

ますので、合わせてご参照願います。

　１５６ページをお開き願います。

　交通安全対策費の主な内容としまして

は、節１３、委託料では、交通バリアフ

リー化事業に係る設計委託料等、節１５、

工事請負費では、新在家鳥飼上線歩道段

差切り下げ工事ほか２件の交通安全対策

工事、節２２、補償、補填及び賠償金で

は、千里丘三島線道路改良事業における

移転補償費でございます。

　続きまして、項３、水路費、目１、排

水路費につきましては、その執行率９６．

６％でございます。詳細につきましては、

決算概要の１２６ページから１２７ペー

ジに記載いたしておりますので、合わせ

てご参照願います。

　その主な内容としましては、１５６ペー

ジ、節１１、需用費では、水路ポンプ施

設に係る光熱水費及び修繕料等でござい

ます。

　節１３、委託料では、味生排水機場ほ

か市内各ポンプ場の設備保守点検委託や

排水管及び水路しゅんせつ委託等でござ

います。

　節１５、工事請負費では、縦井路安全

柵設置工事ほか１件を行ったものでござ

います。

　節１９、負担金、補助及び交付金では、

番田水門内水対策負担金、番田水路事業

償還金負担金、１５９ページの安威川左

岸ポンプ場維持管理負担金等でございま

す。

　１７４ページをお開き願います。

　款８、項１、消防費、目３、水防費に

つきましては、執行率９９．０％でござ

います。詳細につきましては、決算概要

の１４０ページから１４１ページに記載

いたしておりますので、合わせてご参照

願います。

　その主な内容としましては、節１６、

原材料費では、水防資材の備蓄を図って

おります。

　節１９、負担金、補助及び交付金では、

淀川右岸水防事務組合及び安威川ダム建

設に伴います水源地域対策特別措置法第

１２条に基づく負担金等でございます。

　以上、土木下水道部にかかわります平
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成２２年度一般会計歳入歳出決算につき

ましての補足説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　小山都市整備部長。

○小山都市整備部長　それでは、認定第

１号、平成２２年度摂津市一般会計歳入

歳出決算のうち、都市整備部にかかわり

ます部分につきまして、目を追って、主

なものについて、補足説明をさせていた

だきます。なお、４月の機構改革に伴い

まして、組織が変わっておりますが、旧

の体系でご説明申し上げます。

　まず、歳入でございますが、摂津市一

般会計歳入歳出決算事項別明細書の３２

ページをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目５、土木使用料、節３、公園使

用料は、関西電力株式会社ほか７件の公

園占用料でございます。

　３６ページ、項２、手数料、目４、土

木手数料、節１、明示手数料のうち都市

計画道路敷地境界明示手数料と公園明示

手数料でございます。

　節２、優良宅地等認定手数料は、租税

特別措置法に基づく優良宅地等の認定事

務手数料でございますが、平成２２年度

は申請件数がなかったものでございます。

　節３、都市計画手数料は、用途地域証

明等諸証明手数料でございます。

　次に、３８ページをお願います。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目３、土木費国庫補助金、節１、都

市計画費補助金のうち、耐震診断補助金

と耐震改修補助金でございます。

　次に、４６ページから４８ページにか

けまして、款１５、府支出金、項２、府

補助金、目６、土木費府補助金、節１、

都市計画費補助金は、その内訳としまし

て、土地利用規制等対策費交付金、府景

観条例事務取扱交付金、耐震診断補助金、

耐震改修補助金、府自然環境保全条例事

務取扱交付金、区画整理事業建築行為等

許可事務費交付金、府特定設備等安全確

保条例交付金と、優良宅地認定等事務交

付金でございます。

　次に５０ページ、項３、委託金、目３、

土木費委託金、節２、都市計画費委託金

のうち、建築基準法施行事務取扱委託金、

都市計画法施行事務取扱委託金、都市計

画基礎調査委託金と大阪府福祉まちづく

り条例委任事務委託金でございます。

　次に５２ページ、款１７、寄附金、項

１、寄附金、目１、寄附金、節１、寄附

金のうち、緑化事業寄附金でございます。

　６０ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入、節１、雑収入は、都

市計画課の都市計画図売却収入と建築指

導課の建築確認申請者負担金でございま

す。

　次に、歳出でございますが、摂津市一

般会計歳入歳出決算事項別明細書の１５

８ページをお開き願います。

　詳細につきましては、決算概要１２８

ページから１３２ページに記載しており

ますので、ご参照お願いします。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、執行率９７．

３％でございます。

　１５８ページをお願いします。節１、

報酬は緑化推進嘱託員報酬と都市計画審

議会委員報酬でございます。

　節７、賃金は、緑化推進員賃金でござ

います。

　節９、旅費は、普通旅費でございます。

　１５８ページから１６０ページにかけ

まして、節１１、需用費では、その主な

ものは、消耗品費、燃料費、印刷製本費

及び修繕料でございます。

　節１３、委託料は、ＪＲ千里丘駅西口

エレベーター設置事業にかかわる設置検

討業務及び基本設計業務についての委託
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料でございます。

　節１４、使用料及び賃借料は、電子複

写機レンタル料と都市計画業務支援に係

るＧＩＳシステム借上げ料でございます。

　節１８、備品購入費は、庁用器具費の

都市計画業務支援に係るパソコン購入費

用でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

摂津市既存民間建築物耐震診断補助金、

摂津市木造住宅耐震改修補助金、大阪建

築物震災対策推進協議会負担金、大阪市

街地再開発促進協議会負担金、日本公園

緑地協会負担金と、電波障害対策施設ケー

ブルテレビ切替負担金ほか６件でござい

ます。このうち、電波障害対策施設ケー

ブルテレビ切替負担金は、平成２０年度

に実施しましたフォルテ摂津の電波障害

対策施設のケーブルテレビ移管工事に係

る平成２２年度分の負担金でございます。

なお、電波障害対策施設ケーブルテレビ

切替負担金は、平成２３年度の負担金を

もちまして、支払い完了となります。

　節２５、積立金は、緑化基金積立金で

ございます。

　節２７、公課費は、公用車両の車検に

伴います自動車重量税でございます。

　１６０ページをお願いします。

　目２、街路事業費では、執行率６０．

７％でございます。詳細につきましては、

決算概要１３０ページに記載いたしてお

りますので、ご参照願います。

　節８、報償費は、景観アドバイザー委

員及び景観審議会委員の報償金でござい

ます。

　節９、旅費は、普通旅費でございます。

　次に、１６０ページから１６２ページ

にかけまして、節１１、需用費は、消耗

品と印刷製本費でございます。

　節１２、役務費は、市道千里丘２３号

線改良事業の用地買収に伴います不動産

鑑定に係る手数料と都市景観事業の市民

協働による活動に伴います保険料でござ

います。

　節１３、委託料は、市道千里丘２３号

線改良事業に伴います用地買収に係る物

件補償算定委託料でございます。

　節１４、使用料及び賃借料は、都市景

観事業に係る市民協働によるチューリッ

プアート活動支援に伴います自動車借上

げ料等でございます。

　節１７、公有財産購入費は、市道千里

丘２３号線改良事業に伴います土地購入

費でございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、市

道千里丘２３号線改良事業に伴います土

地購入に係る物件移転補償費でございま

す。

　次に、１６２ページをお願いします。

　目３、緑化推進費では、執行率９３．

８％でございます。詳細につきましては、

決算概要１３０ページに記載いたしてお

りますので、ご参照お願いします。

　その主な内容といたしましては、節１

６、原材料費は、花いっぱい活動に対す

る助成で、原材料の購入及び市内花壇等

の育苗用の堆肥、花の苗や種等の原材料

や、誕生記念樹の樹木等の購入等でござ

います。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

摂津市緑化推進連絡会の活動に対する補

助金でございます。

　次に１６２ページをお願いします。

　目４、公園管理費では、執行率９７．

９％でございます。詳細につきましては、

決算概要１３２ページに記載いたしてお

りますので、ご参照お願いします。

　その主な内容といたしましては、節１

１、需用費は、市内公園の電気代、水道

料金及び公園施設の修繕等を行ったもの

でございます。
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　１６２ページから１６４ページにかけ

まして、節１３、委託料は、公園等の除

草清掃業務、ごみ収集業務及び樹木剪定

等の管理業務委託と、公園遊具点検業務

委託及び、いちょう公園の台帳作成業務

委託を行ったものでございます。

　節１５、工事請負費は公園施設整備工

事及び遊具の取替え工事２件でございま

す。

　節１６、原材料費は、公園の維持管理

に係る砂場の砂、鉄板蓋や塗料等の補修

用材料費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

市内９１か所のちびっこ広場を管理して

いる６９団体に対する管理補助金でござ

います。

　次、１６４ページでございます。

　目５、都市公園事業費では、執行率９

９．９％でございます。詳細につきまし

ては、決算概要１３２ページに記載して

おりますので、ご参照お願いします。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

安威川ふれあいづつみ鶴野地区整備事業

に伴います鶴野水路事業償還金負担金で

ございます。

　以上、都市整備部にかかわる部分につ

いて、説明を終わります。

○山本靖一委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　平成２２年度の決算と

いうことになりますので、今までいろい

ろと議論をされてきたことについて、ま

た、確認のために蒸し返しのような議論

になるかもわかりませんけれども、あら

かじめ、一言申し上げさせていただいて、

質問させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　番号を最初に申し上げますので、ご答

弁については、番号を教えていただいて

から、答弁いただきたいと思います。

　まず、１番目でございますが、し尿収

集運搬委託料についてでございます。概

要に基づいていきたいと思います。決算

概要の１０８ページに記載されています。

し尿収集運搬委託料でございまして、く

み取り世帯から公共下水道に切りかわる

世帯数に応じて補償金３１万９３５円と

いう算出になっています。この３１万９

３５円の根拠につきまして、平成２２年

度の減少見込み数、これは、予算委員会

のときには、５０件を目標というか、予

定しているという答弁がありましたけれ

ども、実際、平成２２年度には何件になっ

たのかということが１点、また、その内

訳といたしまして、未整備区域での減少

の数と整備区域での減少の数はそれぞれ

幾らだったのかということをご答弁いた

だきたいと思います。

　２番目が、クリーンセンターの問題で

あります。これも非常に長い間の議論が

されています。決算概要では、同じく１

０８ページに載っています。クリーンセ

ンターの移転問題につきましては、平成

２２年度の予算委員会のときにも質問し

ておりますけれども、答弁では、吹田市、

大阪府と何度も協議を重ねているとあり

ます。これは、都度都度の協議会でも説

明をしていただいておりまして、その経

過もよく承知はしているところでありま

すけれども、平成２２年度という限られ

た期間の中で、その協議について、概略

をまとめますとどういうことが進められ

てきたのかということについて、確認の

意味も込めまして、ご答弁をお願いした

いと思います。

　それから、３番目は、道路反射鏡の設

置事業についてでございます。決算概要

では、１２０ページに載っていますが、

道路反射鏡設置事業について、予算現額
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は３４４万２，０１０円ということに対

しまして、決算額は２４１万１，８５０

円ということですから、執行率は７０．

１％ということでございます。ほかの事

業に比べると執行率は随分抑えられてい

ると思うわけですが、実際は、道路反射

鏡の実績は１５基ということで載ってい

ます。道路反射鏡についての要望は多分

たくさん自治会等からも上がっていると

思うんですけれども、そういった中で、

どうして７０％の執行率に抑えられたの

かということについて、ご答弁お願いし

たいと思います。

　それから４番目、道路反射鏡保守点検

事業についてです。同じく決算概要１２

０ページに載っていますが、道路反射鏡

保守点検事業については、７１万７，９

９０円ということで、１００％の執行率

というふうになっています。これは、平

成２１年度においても、同じように１０

０％の執行率ということになっています。

どのような発注方式をされているのかと

いうことと、そして、なぜ、その方式を

取られているのか、平成２１年度、平成

２２年度と同じ業者が受注しておられま

すけれども、その理由を教えていただき

たいと思います。

　それから、平成２１年度より実施をさ

れている事業ですけれども、一応確認の

ためにどのような経過があって、この事

業が始まっているのか、そして、その点

検業務の内容、どういう点検をしていく

のか、清掃も含むというふうには記載さ

れていますけれども、その業務の主なも

のについて、ご答弁いただきたいと思い

ます。

　道路反射鏡の足元のチェック、そんな

ものは当然含まれているんだろうと思い

ますが、ご答弁をお願いしたいと思いま

す。

　それから、５番目、その下にあります

道路反射鏡定期修繕事業についての耐用

年数１０年を経過した道路反射鏡の一式

及び部分取替を実施するというふうに記

載がありますけれども、これは、取り替

えることについて、どのような基準で判

断をして、修繕が必要であるというふう

に決定をされているのか、その実績が算

出されて、ほとんど９９％ぐらいの実施

というふうになっていますけど、その選

定、算出、修繕の基準をまず教えていた

だきたいと思います。

　それから、６番目が放置自転車等移動

委託料です。同じく決算概要の１２０ペー

ジに記載があります。放置自転車対策事

業の中で、放置自転車等移動委託料、こ

の決算額は１，０１９万９，９７６円と

いうことで、これは今までずっとあるＡ

社というところが随意契約を行ってきて

おります。平成２２年３月より新たに開

業いたしました阪急摂津市駅前の撤去が

この業務の中に追加になっているという

ことで、これは平成２２年度予算のとき

も質問しました。そして、費用は一切変

わりませんということでございました。

ローテーション等の変更で行っていくと

いうことでしたけれども、その撤去実績

として１台も撤去されていない日もあっ

たそうですが、その業務内容はどうだっ

たのかということです。当然、乗降客が

少なかったですから、開業してしばらく

は、ほとんど放置自転車が無かったよう

に思います。ある意味では必要なかった

のかもしれないと、思ったわけですが、

実際に阪急摂津市駅ではどのような業務

になっていたのかということについて、

ご答弁お願いしたいと思います。

　７番目、公共交通整備事業です。決算

概要では１２２ページです。公共交通整

備事業については、平成２２年度は３２
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万３，０００円の予算ということでござ

いました。一般質問でも議論がされまし

た。けれども、決算額がゼロ円というこ

とになっていますので、平成２２年度に

実施をされた実績について、概略をご答

弁をお願いしたいと思います。

　それから、８番目です。狭隘道路整備

事業についてです。決算概要１２４ペー

ジに載っています。これもずっと前から

質問していますけれども、狭隘道路整備

事業について、平成２２年度予算現額で

は、６０２万３，０００円の予算に対し

まして、決算は１５６万８，０００円と

いうことで、執行率は２６％となりまし

た。平成２２年度におけるこの狭隘道路

に関連をした事前協議の件数について、

そして、その内容、補助を受けられた件

数、また、補助を受けずに独自で拡幅さ

れた件数、また、それに従っていただか

なかったような件数がありましたら、そ

の内容について、ご答弁いただきたいと

思います。

　それから、９番目ですけれども、千里

丘三島線道路改良事業についてです。ま

ず、決算概要１２４ページに記載があり

ます。千里丘三島線道路改良事業につい

ては、予算現額は１億４，４９８万１，

０００円ということになっています。平

成２２年度も買収が実施されて、解体ま

で行われたと聞いていますけれども、そ

の買収実績、それから、土地開発公社が

先行取得も行っていたと思いますが、今

の１億４，４９８万１，０００円以外に

土地開発公社で先行取得を行った分も含

めて、買収費用について概略のご答弁を

お願いをいたしたいと思います。

　１０番目でございます。ＪＲ千里丘駅

西口エレベーター設置事業です。決算概

要では１２８ページに記載があります。

　ＪＲ千里丘駅西口エレベーター設置事

業については、平成２２年度には検討業

務委託料と基本設計業務委託料が含まれ

ていまして、その基本設計で方針を決め

るということになっていました。随分ず

れ込んで、平成２３年度に入ってから、

この方針が決まったということでござい

ます。１年以上もかかってしまったとい

うこともありますし、時間がかかり過ぎ

だなというふうに思っているんですけれ

ども、このように年度を越えて、時間が

かかってしまったその原因は何だったの

かということについて、ご答弁お願いい

たしたいと思います。

　１１番目、電波障害対策施設管理事業

です。同じく決算概要１２８ページにあ

ります。電波障害対策施設管理事業につ

いては、平成２２年度決算は２，４３６

万円ということでありまして、千里丘駅

前の電波障害対策施設のケーブルテレビ

への移管の負担金ということで、４年分

割ということで払って、平成２３年度で

終わるというものでした。平成２０年か

ら始まったので、平成２０年、平成２１

年、平成２２年、平成２３年ということ

になっていますけど、ことし７月で完全

に地デジ化になりまして、その入る前に

も随分議論があったと思うんです。随分

大きな建物であっても、電波障害がなく

なっているという実績が各所に見られま

して、あれだけ広範囲で電波障害が発生

したということで、電波障害がデジタル

放送でも発生するというものについての

調査結果、そして電波障害の範囲と件数

について、わかる範囲で結構ですけれど

も、もう少し説明していただきたいです。

これだけの範囲でこれだけの費用をかけ

る必要があったのかということを、いつ

も心の中で思っておりまして、説明お願

いしたいと思います。

　１２番目です。決算概要１２８ページ
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になります。震災対策推進事業について、

摂津市既存民間建築物耐震診断補助金に

ついては３１万５，０００円、耐震改修

補助金は６３万６，０００円の決算額に

なっています。平成２２年度の目標件数

に比べて、その実績は何件になったのか

ということについてご答弁お願いしたい

と思います。

　それから、１３番目、公園維持管理事

業でございます。決算概要では１３２ペー

ジに記載がありますが、公園維持管理事

業の中に、昨年７月にオープンしました

境川せせらぎ水路の維持管理費が含まれ

ていると思います。それで、平成２２年

度は、オープンをして、管理の初年度と

いうことになったと思います。何度か清

掃されているのを見ております。すごく

多くの藻が発生をして、緊急で清掃され

たことも理解していますけれども、管理

費用としてはどれほどの費用になったの

か、お示しいただきたいと思います。

　１４点目は、淀川沿川整備協議会負担

金についてです。これは、予算書の中に

載っていまして、目３、水防費、節１９、

負担金、補助及び交付金という中に記載

がありますけれども、これも予算のとき

にもちょっとお聞きをしました。それで、

淀川河川敷の整備について、平成２２年

１０月４日にポリテクセンター関西で、

淀川河川公園中流右岸域地域協議会が開

催をされています。ここで、鳥飼の河川

敷についての整備の方針が検討されてい

るということで、次の段階で地区協議会

に入っていくというようなことで記憶を

しています。摂津市も多くかかって、今

までも一般質問でも随分取り上げられて

まいりましたけれども、平成２２年度で

どのような動きがあったのか、つかんで

おられる範囲で結構ですので、ご答弁い

ただきたいと思います。

○山本靖一委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　藤浦議員の１

番目と２番目のご質問にお答えします。

　まず、１番目でございます。し尿収集

事業の補償金で、その根拠ということで

ございますけれども、これは、平成２２

年度におきまして、１５世帯に対する補

償金を支払っております。この補償金と

いいますのは、公共下水道整備が進捗す

ることによって、くみ取り世帯から公共

下水道に切りかわる世帯を対象にしてい

るもので、例えば自然減、そこに住む人

がいなくなったとか、建物を取り壊した

とか、そういったものは対象外としてお

ります。未整備地域、それから整備地域

ごとの減少数ということでございます。

整備地域ごとの減少数というのは、今、

把握はしていないんですけれども、全体

では、一般家庭し尿くみ取り世帯が平成

２１年度から平成２２年度で４０世帯減

少しているという状況でございます。

　２点目のクリーンセンターの問題でご

ざいます。平成２２年度の状況というこ

とで、大阪府に対して我々が言っており

ましたのは、中央処理場、流域の下水道

処理場内にし尿の投入施設を設けさせて

ほしいということを大阪府には要望して

おります。しかしながら、大阪府は、一

つは地元住民との約束がある、これは、

処理場をつくるときにバキューム車によ

る搬入等をしないということで、地元住

民にも説明をされておられるということ

で、そういった問題が一つあるというこ

と、さらに行政財産の目的外使用にも当

たるというようなことから、大阪府とし

ては非常に厳しいというお答えをいただ

いております。

　もう一つ、吹田市に対しまして、本市

のし尿等を受け入れてほしいというお願

いもしております。それで、協議はいろ
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いろいたしましたけれども、平成２２年

度におきましては、吹田市は、し尿問題

は市の固有の問題であるというような認

識でございまして、また、地元等の同意

というような問題もあるということから

受け入れについては、難色を示してこら

れました。

　もう１点、我々がお願いしております

のは、処理場の整備負担金の取り扱いで

ございまして、これにつきましては、我々

は、仮に本市でし尿を処理するというこ

とであれば、以降の整備負担金について

は、免除していただきたいということを

申し入れておりました。それで、平成２

２年度につきましては、最終、いろいろ

協議をいたしまして、これは、つくった

ときに負担割合というのは決まっている

んだから、当然最後まで負担をしてくだ

さいというようなことを吹田市はおっしゃっ

ていましたけれども、その後の協議によ

りまして、うちの意見を聞き入れるとい

うか、前向きに取り組んでいきたいとい

うような回答をいただいているところで

ございます。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　３番の道路反射

鏡設置事業について、４番の道路反射鏡

点検保守事業について、５番の道路反射

鏡定期修繕事業について、８番の狭隘道

路整備事業について、９番の千里丘三島

線道路改良事業につきまして答弁させて

いただきます。

　まず、道路反射鏡設置事業でございま

すが、この道路反射鏡については今まで

たくさんの要望をいただきました。しか

しながら、この数年、道路反射鏡を新た

に設置していただきたいという要望の件

数は減っています。例えば、平成２２年

度につきますと、要望された箇所が２０

件、その内、１５件をつけた工事請負金

額が２４１万１，８５０円という結果に

なっております。

　続きまして、道路反射鏡点検保守事業

についてでございますが、これは、平成

２１年度に道路反射鏡の転倒事件が起こっ

ております。それにつきましては、平成

２０年に職員で道路反射鏡の根元を中心

に転倒原因は何だろうかと点検したわけ

でございます。平成２０年の点検におき

ますと、２００か所に近い道路反射鏡が

１０年以上の経年変化で、腐っている危

険性があるのではないかという形で、定

期修繕事業という新たな取り組みを始め

ました。これにつきましては、約９５０

万円の予算を計上して、平成２１年度で

は４３か所、平成２２年度では５３か所、

約半分を取り替えたということになって

おります。取り替えにつきましては、平

成２１年度には、ほとんど使用できない

状況のものについて４３か所全部を取り

替えました。そして、平成２２年度から

は、少しずつ痛んでいる部分、支柱、鏡

面、そういった部分を調べまして、最低

限取り替えたという形で工事をつけて、

５３か所の修繕をしたところでございま

す。

　点検の内容ですが、私どもが点検した

ときには、腐食、さびの状況等、十分検

討したつもりですが、私たちだけではや

はり傷み状況はわからないということで、

平成２１年度から、毎年清掃をやってお

り、それだけでも、外観的な道路反射鏡

の汚れ、清掃する折にフード、鏡面、支

柱の傷み等を報告していたんですが、清

掃する業者はある程度専門的に交通安全

設備にかかわる業者ですので、その業者

に同時に点検していただく、同時発注と

いう形で工事を、清掃業務及び点検保守

業務として発注しております。それでい

きますと、平成２１年度、平成２２年度
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で、やはり根元が腐食しているという形

で８０か所ほど危ないのではないかと、

専門家の目で見ると、私どもが見た以外

に８０か所の危ない箇所があるのではな

いかという報告を受けております。これ

につきましても、今後、定期修繕工事で

順次修繕に取り組んでいきたいと思って

います。なお、その間まで待てないとい

う場合もありますので、危険性の見つかっ

たところは、それにおいても修繕してい

きたいという考えをしております。先ほ

ど言いました保守点検につきましては、

額が１００万円を切っていることもあり

まして、３者による見積もり合わせで単

価契約で発注しているところでございま

す。

　次に、狭隘道路整備事業の件でござい

ます。狭隘道路事業につきましては、適

用される件数が少ないという指摘があり

ますが、平成２２年の業績を報告させて

いただきたいと思います。

　事前協議の件数は１５件です。そのう

ち６件につきましては、助成の対象の物

件ということで、助成の申請をいただい

ております。１５６万８，０００円、助

成金を出しておりますが、その内、１件

は平成２１年度に申請を受けまして、工

事が遅れて翌年度になったという形で平

成２２年度に助成しております。

　残り５件の申請は平成２２年度に受け

ております。そのうち３件は平成２３年

度、今年度支払っております。あとの２

件はまだ手続が完了していないという状

況です。

　補助に該当していなかった９件は、ど

ういう条件かというご質問でございます

が、やはり、宅地が狭いから後退できな

い、後退すると建築面積に入れられない

ということがあります。例えば、建築に

当たっては、皆さん建築申請を持って来

られます。４メートルの道路後退はあり

ますので、あとは側溝の問題になってく

るんです。側溝はやはり自分の敷地に入

れたいと、それで面積を少しでも確保し

たいということで問題点が出てきており

ます。

　あとは、住宅販売の目的という形で、

９件の方が助成制度を適用できなかった

ということでございます。

　あと、千里丘三島線の状況です。私ど

ものほうで、平成１９年度から測量や設

計を始めて、平成２３年度までいろいろ

な形で取り組んでまいりました。用地買

収につきましては、平成２０年から用地

買収を行っておりまして、本課のほうで

は用地買収交渉と物件移転までをやって

おります。それで、平成２１年度は２件、

平成２２年度は４件、支障物件の移転交

渉を終えました。これに伴って、用地の

買収も、先ほどおっしゃっています開発

公社のほうが土地の買収、取得を終えて

います。

　平成２２年度で対象物件は２件残って

いるんですが、担当職員はすごく努力し

ております。相手方との交渉も行いまし

て、初めはなかなか交渉にも応じてくれ

ない物件もございますが、平成２２年度

末の時点では、交渉成立までこぎつけて

おります。平成２３年には、道路交通課

に担当が移ったんですが、用地買収、支

障物件の移転交渉ともに成立して、工事

着手という形でございます。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　藤浦委員の１０番

目と１１番目のご質問に答弁させていた

だきます。

　１０番目のＪＲ千里丘駅西口エレベー

ター設置事業に関するご質問でございま

すが、平成２２年度にエレベーターの設

置検討業務、それから、基本設計を行っ
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てきたわけですが、非常に時間がかかっ

ていると、どうしてこんなにずれ込んだ

のかというご質問です。

　エレベーターの設置位置の検討を行っ

てまいりましたが、設置場所につきまし

て何案か検討しております。その設置場

所におきまして、さまざまな障害物が発

生し、設置場所の絞り込みに時間がかか

り、その結果、基本設計にまた時間がか

かったということでございます。

　それから、１１番目の電波障害対策施

設管理事業について、地上デジタル放送

受信状況調査の結果、範囲、件数という

ご質問です。平成２０年にケーブルテレ

ビへの切りかえ工事を行っておりますが、

この前に調査を実施しております。その

結果、やはり、デジタル放送でありまし

ても障害があるということで、今回の切

替えを行ったものでございます。範囲に

つきましては、千里丘１丁目、千里丘東

１丁目、千里丘東２丁目、件数につきま

しては、５６９世帯を実施しております。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、藤浦委

員の６番目と７番目のご質問にお答えさ

せていただきます。

　まず、６番目、放置自転車等移動委託

料、平成２２年度１，０１９万９，９７

６円の内容でございますけれども、委員

がおっしゃるように、平成２２年度、平

成２３年３月３１日までは当時の契約業

者との補償に関する協定に基づいて代替

事務として、日当たり単価を決めて作業

をいたしておりました。平成２２年度か

ら日曜日も撤去を始めまして、土日の撤

去を含めまして、１５７日作業いたして

おります。作業場所といたしましては、

千里丘駅東口、西口、南摂津駅、正雀駅、

摂津駅、それに新しくできました阪急摂

津市駅を加えた場所をパターンを変えて、

行っておりました。阪急摂津市駅の撤去

が無い日もあったということでしたけれ

ども、駅ができて新しいというのも理由

でございますけれども、移動保管以外に

も、私どものほうで、自転車利用者の指

導委託というのもさせていただいており

ます。まず、置かれる方に禁止区域だと

いうことを申し上げて、自転車駐車場に

とめてくださいという指導を行った成果

もあって、そういうことになったと考え

ております。

　それと７番目、公共交通整備事業でご

ざいますけれども、予算に対して、支出

がなかったということでございます。懇

談会につきましては、開催はしておらな

かったんですけれども、平成２２年度に

つきましては、４月に庁内での会議をい

たしまして、８月に自治連合会の役員と

の懇談会を開催させていただきました。

その内容につきまして、バス事業者であ

ります近鉄バスや阪急バスに要望内容も

伝えた中で、９月の建設常任委員協議会

を開催を賜りまして、報告もさせていた

だきました。その後、近鉄バス、阪急バ

スにも同様に協議を進めておりました。

　その後、平成２３年、今年に入って１

月には老人クラブ連合会の役員とも懇談

を進めさせていただいている状況でござ

います。

○山本靖一委員長　林課長。

○林建築課長　１２番目、耐震診断補助

金と耐震改修補助金のご質問に、答弁さ

せていただきます。

　耐震診断、耐震改修の補助を受けられ

るのは、昭和５６年５月３０日以前に建

設された木造一戸建て住宅でありまして、

耐震診断につきましては、診断費用５万

円のうち９割の４万５，０００円を補助

するものでございます。

　市民の方の負担は５，０００円となり
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ます。その補助の負担割合は、４万５，

０００円のうち国が４５％、大阪府が２

７．５％、市が２７．５％となっており

ます。

　平成２２年度の診断件数は７件で３１

万５，０００円でございます。

　次に、耐震改修補助金につきまして、

耐震改修工事費用の一般につきましては、

１５．２％、低額所得者、これは世帯所

得が２５６万８，０００円の場合、２３

％の補助で、限度額は６０万円となって

おります。平成２２年度の受け付けは２

件、いずれも低額所得者でございまして、

内訳につきましては、１件が１７８万３，

７５２円の工事費でございまして、補助

率を掛けまして４１万円、２件目が９８

万６，１２４円、補助率を掛けまして２

２万６，０００円、合わせまして６３万

６，０００円ということになってござい

ます。あと、平成２２年の目標値といた

しましては、耐震診断が２０件、耐震改

修が８件を目標値として予算要望させて

いただいております。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　それでは、藤浦

委員への１３番目と１４番目の質問につ

いて、答弁申し上げます。

　まず、１３番目の境川せせらぎ水路の

管理費用でございますけれども、これに

つきましては、ほかの清掃業務と一括と

なっておりますので、計算で割り出した

結果をご報告させていただきます。管理

につきましては、機器の点検で３万５，

０２５円かかっております。それから、

除草が２万７，１０４円、清掃につきま

しては１８万９，６００円、それから、

電気代につきましては５７万１，７５５

円、水道代金につきましては６０万３，

３４７円で、合計１４２万６，８３１円

となっております。

　それから、続きまして、１４番の淀川

沿川の地域協議会の件につきまして、公

園みどり課で委員として出ておりますの

で、公園みどり課で説明させていただき

ます。

　委員がおっしゃいましたとおり、平成

２２年度につきましては、１０月にポリ

テクセンター関西で行いました。それを

含めまして、地域協議会を３回開催して

いただいております。また、それをもと

に鳥飼上・中・下地区の方にもっと幅広

く声を聞こうということで、地区会議を

１回、２月に開催していただいておりま

す。そこへ参加していただいた方は、子

ども会、地元自治会長、青少年指導員、

グラウンドゴルフ利用者、ふるさと摂津

案内人と私ども地方公共団体の人間とい

うものでございます。そこで、意見集約

を行いまして、いろんな立場の中で、意

見を出していただいて、それを集約した

形の中でよりよい公園を整備していくと

いう形になりました。

　平成２３年に入りまして、７月２０日

に地域協議会が第１回目ですけれども開

かれております。内容としましては、グ

ラウンドゴルフもできる多目的広場の整

備、これを行っていただきますけれども、

加えまして、その一部にイベント等に活

用できる広場、これには臨時駐車場スペー

ス兼用でございますが、このような広場

を確保するという修正がございました。

この案について、再度、先ほど言いまし

たように地区協議会のメンバーに対しま

して意見を伺っておられます。この意見

集約をもって、最終の河川協議会、これ

が本年中に開催される予定になっており

ます。今、国土交通省のほうから聞いて

おりますところでは、この後、治水、環

境の観点等による技術的検討、基本計画

の方針や計画内容、ゾーニング計画等の
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点検を行いまして、公園整備計画の確定

となります。この後は基本設計を経まし

て実施設計へと進み、工事着工となりま

すが、我々としましては、一刻も早い工

事発注、着工を強く要望しているところ

でございます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　まず、１点目のし尿収

集運搬委託料についてですけれども、補

償金の根拠となる世帯数は１５世帯とい

うことでございました。全体では４０世

帯減っているということですが、目標が

５０世帯ということでしたので、乖離が

大きいという気がしているんですけど、

その最初の５０世帯と思われた目標とい

いますか、実際に１５世帯になったとい

うことについては、どういうことが原因

だと分析されているのかについて、一度

お示しいただきたいと思います。

　平成２２年度の予算のときは、１件で

も多く切りかえていただけるように努力

をしていきたいというふうに答弁いただ

いておりますけれども、接続数を増やす

ためには、さまざまなご努力をいただい

ていると思います。既に整備区域であっ

ても何らかの理由でつなげていらっしゃ

らないという方もあります。ご高齢だし、

負担が大変だという件もあるし、また、

いろいろ権利関係が難しくて、土地の所

有者、建物の所有者、そして、そこへ借

りて入っているということで、だれがお

金を出すんだというようなとこで、なか

なかまとまらないという場合もあります

し、いろんなケースがあるわけですが、

そういった部分に対しても、やはり、接

続の努力というものがなされると思うん

ですけど、その辺の一端を、こういう努

力を平成２２年度やってきましたという

ものを一度お示しをいただきたいと思い

ます。

　そして、平成２２年度の末におきまし

て、市内のし尿汲み取り件数は事業所も

合わせて約８００件だったと思いますけ

ど、イメージとしては、これが減ってく

るというふうに思っているわけです。平

成２２年度末における、し尿汲み取り件

数と、浄化槽で処理をされている件数が

あると思いますけれども、その数を教え

ていただきたいと思います。

　それから、２点目のクリーンセンター

問題についてでございますけれども、三

つの項目についての市からの要請をして

います。

　まず、処理場の一体利用について、こ

の調整池の問題がありましたから、そう

いうものを一切残さないようにというこ

とがありました。

　それから、クリーンセンターの移設、

受け入れの問題、それと、今言われた整

備負担金の問題ということで、整備負担

金については、前向きに取り組みをして

いただいているということでございます。

一番気になりますのは、時期なんです。

平成２５年の春に機能停止ということに

なっています。どれぐらいの期間がかか

るんですかということを聞いたときに、

方針を決めて３年ぐらいはかかるのでは

ないかと、こういう話でした。平成２２

年度中には、方針を決めたいということ

でした。それでも、もうギリギリという

時期でしたけれども、いまだに決まって

いないということになりますと、平成２

５年の春に機能停止というのは難しいの

ではないかと、考えたりもするわけです

けれども、逆算をするということで、平

成２２年度には、一定の方向性を出す必

要があるというふうに年度当初にはご答

弁がありました。いまだに方向性が出て

いないという状況の中で、平成２５年の

春、機能停止をするということについて、
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現段階でどのように考えているのか、そ

れは、遅れますとは言えないと思います

けれども、例えば、移転をして施設を設

けるということになりますと、当然平成

２５年春なんていうのは、移転、建設が

間に合わない、難しいというようなこと

になってきますし、そういったことも踏

まえて、一度お考えを示していただきた

いと思うんです。

　それから、調整池の問題です。不明水

がたくさん入っているので、調整池が必

要であるというような話が今までの議論

の中でありました。今、ご答弁いただけ

る中で、調整池というものについては、

どういう方向性になりそうなのか、ご答

弁できたらお願いしたいと思います。

　それから、道路反射鏡の件でございま

すけれども、要望数が平成２２年度は少

なかったということで、ちょっと私の認

識を修正しないといけないんですけれど

も、もっと要望していかないといけない

なというふうに思ったんですけど、そう

いうことで、やっていただいて、この実

績であるということであれば、それはそ

れでいいんですが、要望の中にはいろん

なのがありますので、優先順位をつけた

部分もあるんでしょうし、判断の上での

設置ということになっていると思います

ので、これは、今後の課題としては、極

力、ニーズがたくさん上がっているとき

には、予算の執行については、お願いし

たいと、今回は、平成２２年度について

は、そういうことでございましたので、

理解をさせていただきました。

　それから、４番目の道路反射鏡点検保

守事業についてでありますけれども、業

者選定方法についても、一応納得させて

いただきたいと思います。平成２０年度

は職員で、独自に検査をしたところ、約

２００か所見つかったということでした

けれども、それも順次、平成２１年、平

成２２年と約半分については、取り替え

ができたというふうな話でございました。

業者の点検結果から、また新たに８０か

所の取り替えが必要だということが出て

きたということですので、これも計画性

をもって、進めていかれるということで

しょうけれども、まだ半分残っていると

いうことは、約１００件と、新たに８０

件ほどあるわけです。こういったものを

どのような計画で今後、取り替えをして

いくふうに思われているのか、お示しい

ただきたいと思います。

　そして、平成２２年度の業者のほうで

点検されたのは、６１７か所ということ

になっています。平成２１年度は５５９

か所というふうになっていますが、１，

０００か所以上ついていると思うので、

計画性をもってやられているんだろうと

思いますけど、この辺の点検の計画があ

れば、教えていただきたいと思います。

　５番目の道路反射鏡定期修繕事業で、

平成２２年度では５３基を取り替えたと

いうことでございますが、これは、支柱

が悪いのも、それ以外の不具合、鏡だけ

変えたとか、いろんなケースがあると思

うんですけど、このうちで支柱の不具合、

腐っている可能性があるものは一体、ど

れくらいだったのか、教えて下さい。

　それから、６番目、放置自転車等移動

委託料でございますが、阪急摂津市駅の

周辺では駐輪についての指導も行ったの

で、その実績になったということでした

けれども、ほとんど、実際には撤去する

作業はなかったので、パトロール程度で

終わっているということになるんだろう

と思うんですけれども、それで、このＡ

社と摂津市との関係は、先ほどもおっしゃっ

たように、平成１９年７月１日から平成

２３年３月３１日までの協定書に基づい
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て、実施をしていただいているというこ

とでございましたけれども、最近、平成

２３年度になっても、このＡ社の名前の

入ったトラックが走るのを私見かけたん

ですけれども、このＡ社との関係という

のは、本当に平成２２年度で終わってい

るのでしょうか。一部継続しているので

はないかと、こういうふうに私は認識を

しているんですけど、その辺のことにつ

いて、ご答弁をお願いしたいと思います。

　それから、公共交通整備事業でござい

ますけれども、予算執行はなかったにせ

よ、それなりに努力はされたということ

でございました。平成２３年度になって、

もう一度仕切り直しというか、地域のニー

ズを掘り起こすというような方法で、進

められているところでございますけれど

も、最初の進め方というんですか、もと

もと私たちが言ったのは、全部、路線バ

スも含めて、白紙に戻して、そこから物

事を考えるぐらいの進め方をしてほしい

ということも要望してきたわけですけれ

ども、市としての進め方について、本当

にこの大胆な計画のやり直しまで至った

ようなやり方ができていたのかどうかと

いうことについて、担当課で総括を入れ

ていただきたいと思います。

　それから、狭隘道路整備事業について

でございます。目標について、なかなか

思うように進まないということで、１５

件の申請があって、６件が助成の方向で、

あとの９件が補助に該当しないというこ

とですが、道路としては４メートルの部

分は、ちゃんと整備をするということに

なっているんですか。これは、担当課と

して、現状の確認まで、ちゃんとできて

いるんですか。きちっと確認ができてい

るのかということについて、ご答弁をお

願いをします。

　次に、９番目の千里丘三島線道路改良

事業でございますが、買収費用について、

ちょっとお尋ねをしたいんですが、土地

開発公社で取得されている分も含めた買

収費用が知りたいんですけど、それはな

ぜかというと、実際のこの予算以外にこ

れから、国費投入できるのとできないの

とでは、随分変わってくるだろうと思う

んですけど、それがどういう感じになる

のかというのが、非常に気になっている

ところでございます。

　西側の分がすべて、買収が終わったと

いうことですけれども、それで、全部ひっ

くるめた分で結構ですけど、買収費用は、

公社分も含めて、今までの総額どれくら

いになっているのかということと、平成

２４年度に予算化するという話がありま

したけれども、この拡幅整備というふう

になりますと、国費事業としてできるの

かどうかということになると思うんです。

国費がとれるかどうかということは、こ

れからの交渉になりますという話でござ

いました。今の時点では、どういう方向

性になっているのか、お示しいただきた

いと思います。

　それと、現在までの総額、購入をして

いる、買収している金額についても、概

略をお示しいただきたいと思います。

　１０番目のＪＲ千里丘駅の西口エレベー

ター設置事業でございますけれども、い

ろいろ検討を重ねて、難しかったんだと

いうようなことで、そのとき聞きました

けれど、１年もかけなくても半年ぐらい

で、できなかったのかと思います。本来

なら今年、実設計で、来年から工事とい

うふうに、平成２２年度の予算のときに

は答弁があったんですけど、大きく覆す

ような報告もありました。建設常任委員

協議会での報告もありましたけれど、も

う既に基本設計でも遅れ、実設計でも遅

れ、本体の工事はさらに遅れるというよ
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うなことになってまいりますので、その

辺のところをどう考えておられるのか、

平成２８年春に完成ということになって

いますけど、この報告をいただいてから

の間に、どのような動きになってきてい

るのかということも含めて、一度整理を

していただきたいと思います。

　１１番の電波障害対策施設管理事業に

ついてですけれども、資料を閲覧をさせ

てください。もう一度よく検討したいと

思います。

　それから、１２番目の耐震診断補助金

と耐震改修補助金についてでございます

が、これも、２０件の目標で実績７件と

いうことでございました。補助金のほう

も８件の目標でしたけれども、２件とい

うことでございまして、なかなか努力さ

れていると思います。さまざまに広報も

されていると思いますけれども、もう一

つ成果としてあらわれてこないのは非常

に残念でならないわけでございます。こ

れも随分お願いをして、進めてもらって

いますし、３月１１日の東日本大震災が

ありまして、随分意識的にも変わってき

たのではないかと考えているんです。そ

の辺の市民の皆さんの変化があったのか、

問い合わせが非常にふえたとか、そうい

う変化があれば、お示しいただきたいと

思うんです。

　本市の耐震促進計画というのがありま

す。民間の建物におきましても、平成２

７年度までに９０％の耐震率を達成する

というふうに目標を掲げられていますけ

ど、それを見据えた中で、今後の耐震事

業については、どのよう考えていくのか

ということを、あと５年間ということに

なりますので、そういうことを踏まえて、

担当課として、その辺のお考えを示して

いただきたいと思います。

　１３番目、公園維持管理事業です。せ

せらぎ水路の清掃委託、清掃については

委託業者がされています。その委託料と

いうのは、当然あると思うんですけど、

その辺のことが聞きたかったんです。そ

れから、せせらぎ水路には多くの藻が発

生しています。これは予想外だったんで

はないかと思うんです。その藻が排水溝

に詰まって、水があふれたことがありま

した。緊急で藻の清掃をしなくてはいけ

ないようなことがあったりして、雨水だ

から、そんな藻が発生しないのではない

かと思っていたんですけど、川の底に木

の皮を埋めているんです。それが、表面

に出てきて、清掃をしているところを見

ますと、水が真っ黒になって、ポンプで

吸い取って、その水を捨てていました。

水が浄化されるものだと思っておられた

と思うんです。逆に水を汚しているよう

な原因になっているのと違うかなと思う

んですけど、その辺のことで、１年経ち

ましたので、この維持管理、特に清掃面、

水の管理面について、ガランド水路の件

が今まで、結構何回も議論されてきまし

たけど、水路の維持管理については、今

回のこのせせらぎ水路については、予想

どおりになっているのか、許容範囲なの

か、それともちょっと予想外のことが発

生しているのか、総括的にお示しをいた

だきたいと思うんです。

　それから、最後でございますが、淀川

沿川整備の関係でございます。そのスケ

ジュールについては、いろいろおっしゃっ

ていただきました。努力もいただいてい

るということでございまして、気になり

ますのは、当然、早くやってもらうとい

うのは、地域の要望ですし、願いでもあ

りますから、これは進めていただきたい

と思うんですけど、以前から気になって

いるのは、市が負担をすることになるの

かならないのかということですよね。そ
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ういうことは非常に財政的には気になる

ことでございますし、全額を国土交通省

でやってもらえるのかどうかということ

ですよね。

　それから、その利用の優先、市が一応

管理して、利用を優先できるのかできな

いのか、ということもあります。

　国土交通省が全部やってしまうとこれ

はなかなか難しいかもわからないし、そ

の辺との兼ね合いとかもあると思うので。

そういう話もこの中では進められていっ

ているのかいっていないのか、もう少し

スケジュール的なものが出されているの

かどうかも含めて、一度お示しをいただ

きたいと思います。

○山本靖一委員長　答弁を求めます。

　石川参事。

○石川土木下水道部参事　まず、１点目

のし尿収集運搬委託料に関する補償金の

問題でございますけれども、私の説明不

足で申しわけないんですけれども、１５

世帯の補償というのは、これは前年度に

減少した世帯を平成２２年度に補償して

いるということでございまして、平成２

１年度は全体では一般家庭が６０世帯減

少しておりまして、そのうち１５世帯に

対して補償をしたということでございま

す。ちなみに平成２２年度につきまして

は、４０世帯減少しておりまして、この

減少分については、今年度補償が行われ

ておりまして、今現在１９世帯というこ

とでございます。

　接続に向けて、実際、どのような努力

をしているのかということでございます

けれども、これは、年に一度、啓発等を

しておりまして、面談も行っております。

　それから、未接続の内、し尿汲み取り

については、一般家庭分と事業所分を合

わせて７９８件ということになります。

浄化槽処理の件数は一般家庭分と事業所

分を合わせて２，２４３件で、設置基数

は一般家庭分と事業所分を合わせて１，

５６９基です。

　２点目のクリーンセンター問題に関し

まして、平成２５年３月の機能停止とい

うことが言われております。それに向け

て、可能なのかというご質問でございま

したけれども、我々は、まず第一に吹田

市での受け入れということを申しており

ます。これ以外の案、移転でございます

とか、存置というのもあったわけでござ

いますけれども、これについて、平成２

５年３月というのはまず無理でございま

す。それで、受け入れてくれれば、問題

はないんですけれども、それが困難となっ

たときにどうなるのか、これは、吹田市

ともいろいろ協議をしておりまして、う

ちの処理ができないということになれば、

機能停止もできないと吹田市も申してお

りますので、そういった場合には、機能

停止の時期というのは遅れてくるのかな

というふうに考えております。

　あと、調整池でございますけれども、

吹田市のほうで不明水対策として調整池

というのを検討されておられますが、同

時に不明水対策として、不明水の原因等

を今、委託等により調査をされておられ

まして、それなりに効果も上がっている

と聞いておりますので、その状況によっ

ては、調整池というのが不用になる可能

性もあるのかなと考えております。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　まず、４番、道

路反射鏡保守点検事業でございますが、

計画性を持ってくださいということがご

ざいました。今現在、道路反射鏡につい

ては、約１，１９０か所管理をしており

ます。その点検につきましては、例年ど

おり、２年おきに安威川以北、以南を分

けて、点検してきたところでございます。
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ただ、最近の傾向としまして、安威川以

南には開発工事のときに道路反射鏡がた

くさんついております。その中で、平成

２２年度は別府地区におきましても点検

していなかったところがございます。そ

の分につきまして、積み残した分を上乗

せして、また発注していきたいとは考え

ております。それにつきましては、原則

として、点検は２年に１回、どういう点

検をしているかといいますと、根元を中

心に根腐れ、腐食、傷、傾き等を点検し

ている最中です。

　そして、５番目の定期修繕に関しまし

ては、やはりそういう現場、報告が上がっ

てまいります。それにつきまして、工事

をする前には私ども担当職員が現場確認

をすることもあります。報告は、根腐れ

とか、そういう根元のことが中心になっ

ておりますので、その修理内容につきま

して、部分的に補修、支柱の交換でいい

のかどうか、また、鏡面をかえなければ

いけないか、それは、現地を見て、一つ

一つ判断しながら、設計を挙げている状

況でございます。毎年大体５０か所、こ

の定期修繕ができておりますので、新規

の約８０か所と、残りの約９０か所ござ

いましたので、今の状況でしたら、４年

ぐらいで取り替えは可能だと思います。

ただ、今、言いましたように部分的な補

修になると、もっと安くなる形もありま

すので、極力効率的な施工を心がけたい

と思います。

　次に、８番目、狭隘道路の整備事業に

ついてです。平成２２年度は１５件のう

ち、６件助成金を受けられるということ

です。ただ、助成金を受けるために精査

するに当たりまして、やはり現場確認と

いう形で、この６件については、現場確

認をして検査を行い、適正な助成を心が

けております。残りの９件につきまして

は、狭隘道路ではなくて、開発の現場確

認という形になってきますので、私ども

のほうも現地で確認はしていく所もあり

ますが、一般的に民間の検査ということ

もありますので、確認ができていない所

もあります。

　次に、９番目の千里丘三島線道路改良

事業の買収にかかった費用と、移設にか

かった費用でございます。買収にかかっ

た費用でございますが、土地開発公社が

先行取得した土地の価格は平成２１年度

から平成２３年度までで約１億６，５０

０万円でございます。移転のほうは、平

成２１年度から２３年度にかけて、建物

移設等の移転費用が約２億７，０００万

円です。

　あと、国費の状況です。千里丘三島線

の整備につきましては、大阪府と交渉し

ております。東日本大震災の影響で補助

金の割り当て等が変わってくるかも知れ

ませんが、その推移に注目しているとこ

ろでございます。工事としましては、国

費事業で実施したいと考えております。

○山本靖一委員長　５番目の道路反射鏡

定期修繕事業で、支柱の不具合の件数は

どれくらいになるかという質問について

も答弁をお願いします。

　堀参事。

○堀土木下水道部参事　点検は支柱につ

いてしておりますので、５３件、全部支

柱が悪いということになっております。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　１０番目の質問に

お答えさせてもらいます。

　ＪＲ千里丘駅西口エレベーター設置に

つきまして、当初の予定より２か年遅れ

ることを先日の協議会で報告させていた

だきました。この報告をさせてもらって

から、その後、どうなっているのかとい

う質問であったと思いますが、先月９月
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の建設常任委員協議会及び第３回定例会

の一般質問におきまして、エレベーター

設置に関し、吹田貨物駅整備及びその施

設に関する設備の移設を鉄道運輸機構が

行い、最終的にＪＲ西日本へ引き渡して

いくという関係で、エレベーター設置工

事の着手時期が２か年伸びることをご報

告させていただいたところでございます。

今後、ＪＲ千里丘駅西口のエレベーター

設置に関しましては、ＪＲ西日本及び鉄

道運輸機構、そして本市の３者が連携を

図っていかなければ、事業の早期化を検

討することはできないと考えております。

その後におきまして、１０月５日にＪＲ

西日本、それから鉄道運輸機構と我々と

の３者間で第１回のエレベーター設置に

関する合同会議を開催しております。そ

の場で、この２か年の遅れをできるだけ

短縮するために検討協議をさらに働きか

けたところであります。今後の取り組み

につきましては、市民の方々が強く望ま

れておりますエレベーター設置につきま

して、ＪＲ西日本及び鉄道運輸機構に対

して、さらに強く協力を求め、早期着手

が図れるよう、協議を進め、努力してま

いりたいと考えております。

○山本靖一委員長　林課長。

○林建築課長　１２番目の質問にお答え

いたします。

　耐震対策事業の利用度を上げるという

ことで、耐震診断、耐震改修をより多く

の市民に利用していただきたく、市の広

報や防火フェアでのパンフレットの配布、

市のホームページ掲載等、住民周知に努

めてまいりましたが、残念ながら、委員

の指摘のように、目標値を大幅に下がっ

ている状況でございます。また、３月１

１日の東日本大震災以降、耐震化の意識

が４月中は高まっていたんですが、今現

在におきましては、問い合わせも少なく

なっているような状況でございます。ま

た、平成２３年度におきましては、９月

末で広報掲載２回、イベント等での出前

講座２回等を開催する等、今後も機会を

とらえてＰＲを行ってまいりたいと考え

ております。

　また、今までの耐震診断の利用者に対

しましても、ダイレクトメールを送付す

る等の耐震改修の案内等も検討しており

ますので、よろしくお願いします。

　また、耐震促進計画での長期目標であ

る平成２７年度の耐震率の９０％を達成

するということは、今現在においては、

困難かと考えております。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　６番目の放置自転

車移動につきましてですけれども、委員

がおっしゃるように、平成２３年３月３

１日をもちまして、前業者との補償期間

を終了いたしております。平成２３年４

月から新たに業務委託契約するために、

市の指名登録業者から指名競争によりま

して、入札により業者を決定いたしまし

た。現実には同一業者、前回の業者と同

じ業者が落札して、現在作業を行ってお

ります。ただ、４月末に契約しましたの

で、４月当初は、市職員ので行っており

ましたけれども、４月末から作業を行っ

ております。

　７番目の公共交通整備事業についてで

ございます。一たん白紙に戻してという

ことでもございましたけれども、特に阪

急バス株式会社のＪＲ千里丘駅から南摂

津駅を通って、柱本、あるいはふれあい

の里という路線バスの減便や撤退という

のを避けたいという思いをもって話をさ

せていただいております。現在の市内巡

回バス、セッピィ号につきましても、摂

津市役所、南摂津駅、ふれあいの里で競

合しているというところで、市内のうち
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公共施設を回っているということでご了

解いただいておりますけど、その有料化

の検討もさせてもらっておりますけれど

も、そこで、有料となるとまた、競合と

いう話が出るという話で進めさせてはも

らっております。

　近鉄バスにつきましては、市内循環バ

スを走らせていただいておりますけれど

も、これは、路線バスでもありますけれ

ども、市が補助を行っているということ

で、補助を一たんやめるという方法もあ

るんですけど、それはまた、路線バスで

ありますので、近鉄バスが残置というこ

とも考えられますという話は進めさせて

いただいております。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　１３番目と１４

番目の質問についてお答えいたします。

　１３番目の委託を出しております管理

費でございますけれども、境川部分につ

きましては、平成２２年度につきまして

は、機械の点検だけということで、先ほ

ど申しました３万５，０２５円だけでご

ざいます。

　それから、藻の発生によって、水路が

あふれた件でございますけれども、これ

は平成２３年度に入ってから発生したも

のでございまして、最下流部に格子状の

スクリーンがございます。それに藻が絡

みましてあふれたという形で、それほど

多量の藻が発生したという形ではなかっ

た状態でございました。

　どうしても、せせらぎ水路は淡水が流

れまして、光が当たっております。です

から、やはり藻の発生は、どうしても発

生するものでございますので、ガランド

水路のほうの藻とは、種類が違うかなと

も見ております。

　それから、１４番目でございますけれ

ども、淀川の河川公園、これにつきまし

て、利用の優先があるのか、市の負担、

これにつきましては、あくまでも、国営

公園という形で優先はできない、及び負

担についても、ご意見は出ておりません。

　それから、工事の予定ですけれども、

予定については計画段階で、まだ設計に

入っておりませんので、着工の時期につ

いては、はっきりと申し上げられません

というのが、現状でございます。

○山本靖一委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　し尿補償に関

するご質問に対して答弁が漏れておりま

した。

　予算額との乖離があるということにつ

いて、その原因等を分析しているのかと

いうご質問がございました。先ほども申

しましたように、平成２２年度の補償と

いうのは、平成２１年度に減少した世帯、

そのうち下水道整備により減少した世帯

に補償しているということで、件数は予

算当時にはつかんでいるわけなんですけ

れども、２月、３月の年度末に駆け込み

というのも、過去にはあったというふう

にも聞いておりまして、そういった数を

幾らか上増しして予算計上をしていると

いうことでございます。

　ただ、今後につきましては、予算額と

の乖離が大きいように思っておりますの

で、もう少し精度の高いものにしていき

たいと考えております。

○山本靖一委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　それでは、境川

の件でもう１点、ご質問いただいており

ます。黒い水が出ているという件でござ

いますけれども、材料そのものはスギ、

ヒノキのチップ材を使いまして、水底に

埋めまして、上に小石を並べて浮かない

ように処理をしているという状況です。

採用につきましては、一度、滋賀県のほ

うの現場を確認、実際使われているとこ
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ろの確認して、藻なり黒く水が発生して

いないところもあるというふうに確認し

ております。担当のほうで。その中で、

状況といたしましては、公園は山水を利

用して、かけ流し状態だったと思います。

それが今回我々利用させていただいてい

る水としましては、循環型の水利用でご

ざいますので、そのあたりで、水が何ら

かの形で反応し、藻が発生している可能

性があると思います。ただ、ご指摘の当

初我々も心配しておりました。黒いとい

うか、茶色黒っぽい色をしておりました。

これは事実でございます。それにつきま

しては、一定期間、１年を過ぎましたの

で、大分おさまってきたのかなと色合い

的には思っております。ただ、今後その

あたり、再利用する水と一般にかけ流す

水との違いをもう一度検証も考えながら

いきたいと、ただ、我々としましては、

ご指摘のとおり、藻の部分につきまして

は、ガランドの水路の件で、非常に苦慮

しておった経緯も踏まえまして、これを

一度採用してみたいということで検証を

しながら、採用したと経緯でございます。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５７分　休憩）

　　（午後　１時　　　　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　それでは、すべて要望

としたいと思いますけれども、まず１番

目のし尿収集運搬委託料についてでござ

いますが、先ほど、し尿処理件数につい

ておっしゃっていただきました。くみ取

り件数については、事業所も含めて７９

８件ということでございますし、その中

では、先ほども申しましたように、高齢

者だけの居住の場合とか、いろいろなケー

スがあると思うんです。だから、これを

全部接続するということにはならないと

思います。これは十分に配慮していただ

く中で、しかし、これは１００％目指し

ていかなくてはということですので、７

９８件だったら、全体把握できる数だと

思いますし、そういう意味では、推進で

きる所については、しっかりと推進をし

ていただくという角度をしっかりもちな

がら、１件でも多く切りかえが行われて

いくように、これはお願いしたいと思い

ます。

　それから、浄化槽につきましては、件

数が多いですよね。こちらのほうもしっ

かり、切りかえができるようにお願いし

たいと思います。全体として１００％の

接続率を目指しながら進んでいただくと

いうことでお願いしたいと思います。要

望としておきます。

　２番目のクリーンセンター問題でござ

います。先ほど、吹田市が受け入れ不可

能であれば、平成２５年の機能停止は難

しいという話もありました。この問題は、

何回も話題になりましたけれども、計画

当時からも反対運動の下で設置された経

緯がありますし、そして、長年にわたる

地域の問題として至っておりますし、機

能停止というのは、夢にまで見たことな

んです。そうしたことをしっかりと受け

とめていただきまして、担当の皆さんに

つきましては、しっかりと取り組みを進

めていただきたいと思います。そして、

いろいろ方針が決まってくると思うんで

すけれども、そうしたときに平成２５年

春が難しいなら難しいで、いろんな面で、

周辺住民の方にもしっかりと説明責任を

果たしていただけるようにお願いします。

協働のまちづくりということを目指して

いますし、そういう意味からも、情報公

開、説明責任をしっかりと果たしていた

だくように、できれば、地元の説明会等

を開いていただきますように、ご検討い
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ただきたいというふうにお願いしておき

たいと思います。

　それから、４番目、５番目、この道路

反射鏡の問題でございますけれども、こ

れはまさに言わんとしていることは、以

前にやはり足元が腐って倒れたというよ

うなことがあって、大事に至りませんで

したけれども、これは、本当に大事故に

も発生する可能性もあることでございま

したし、以後、本当に、万全の体制を取っ

ていただいているとは思いますが、そう

いうことをぬかりなく、今後も転倒の防

止に向けては、全力で取り組んでいただ

くということをお願いをして、これは要

望といたします。

　放置自転車等移動委託料については、

これはわかりました。今後とも適切な運

営を図っていただくようにお願いをして

おきます。

　７番目、公共交通整備事業についてで

ございますけれども、先ほどのご答弁で

すと、これまで前市長時代から行われて

こられた検討と同じ手法というか方向性

の検討の域を出ていないというふうに感

じるんです。最初からもっと大胆に発想

を変えて、全部をそれこそ空っぽにして

しまうくらいの発想から始めるべきであっ

たのではないかと私は思いました。それ

で、今回仕切り直して、地域のニーズを

掘り起こすということで、やっていただ

いておりますけれども、そのアンケート

の仕方も、本当にそれが地域のニーズを

掘り起こせるアンケートであったのかと

いうのも、ちょっと疑問を感じるところ

であります。

　去年ですけれども、私、山口県の山口

市に視察に行ってまいりました。ここは、

市町村合併で広大な面積になって、都市

部から、郡部、山間部といういろんな地

域が生まれて一つの市になっているんで

す。コミュニティバスも早くからあった

んですけれども、やはり費用対効果等々

の問題で、交通計画をやり直すというこ

とで、ここはそういう広い地域だという

こともありますけど、各地域ごとにこう

いう地域公共交通会議というのを立ち上

げられて、職員さんもその都度事務局と

してそこへ入られながら、地域で一番ど

ういうものが欲しいのか、必要なのかと

いうことをしっかり話し合いながら、そ

れをつくり出してこられているというこ

とでございました。

　そして、たくさん地域があるんですけ

ど、ある地域はコミュニティバスを走ら

せる。ある地域はジャンボタクシーで対

応する、ある地域は、コミュニティタク

シーを使って、走らせるというふうにバ

ラバラなんですよね。その地域から出て

きたものですから。それでユニークなの

は、その当然、市が補助をしますけれど

も、運営費用の一部を地域の公共交通会

議のほうで負担をするというようなこと

をやられているそうです。それは、自治

会世帯当たり１件何円というところもあ

れば、違う形で、例えば、バス停に広告

を出して、その広告料を集めて、それで

賄うとかいろんなやり方、それもやり方

をその地域で考えてやっておられるとい

うことでございました。非常に参考にな

るのではないか、市は、地域としては、

そんなに広くはないですけれども、それ

でもこんな小さな市だけれども、やはり

ニーズは全然違うなというふうな、駅の

近いところと遠いところでは全然違いま

すし、そういう意味では、もう少し地域

をある程度踏まえた、ニーズを引き出し

ながら、合議を図っていくようなやり方

というのも市としては大事ではないのか

なというふうに思います。一番、そこに

行って感じたことは事務局となっている
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職員の熱意が強いなというふうに思いま

した。ここが一番大事なことだと思うん

ですけど、何としても、この摂津市の交

通網のいいものをつくっていくんだとい

う担当者が熱意情熱をもって、やっても

らうということが一番大事だと思います

し、そういう意味では、ずっと継続をし

ていっていますけど、どうかそういう思

いをもって、これからも進めていただき

たいということをお願いをしておきたい

と思います。

　それから、８番目、狭隘道路の整備事

業でございます。先ほどの９件の行方に

ついて、ちゃんと最終、これは建築担当

部署のほうだからということで、道路担

当部署としては、確認しに行っているよ

うな行っていないようなお話でございま

したけれども、これは、ぜひ、最後まで

責任をもつといいますか、図面どおりやっ

ているということを確認を取っていただ

きたいと思うんです。一つ前例ができる

とそれで崩れていきますから、水も漏ら

さぬような攻防戦を、たとえ補助を受け

なくても、ちゃんと後退線は下がってい

ただいて、道路形態を取ってもらいます

よという姿勢は絶対持っていていただき

たい。これを崩すとそれこそ、今、現に

幾らでも事例があるわけで、そういうふ

うにまた戻ってしまうことになってしま

うと思うので、その辺は道路担当部署と

しては、強い姿勢をぜひ持ち続けていた

だいて、摂津市は絶対下がらないといけ

ないというふうに各業界に響き渡るよう

な強気の対応をお願いをしたいと思うん

です。

　今まで、開発をしながら、道路を移管

しなかったというふうなそういう事例も

いっぱいありますから、あんなのは全く

そのとおりで、そんなことは通常は考え

られないのに、なぜか過去にそういうも

のがあって、それが所々点在していると

いうのは、ちょっと僕もそういう業界に

おりましたけど、考えられないようなこ

とでございますので、そういう市と思わ

れないように、しっかり対応をお願いし

たいと思います。これ要望とします。

　千里丘三島線の道路改良事業でござい

ます。先ほど総工費も言っていただきま

した。国費も何とかということでござい

ましたけれども、中期財政見通しでは総

額で１０億１，２００万円ということに

なっています。そういう意味では、財政

状況見ながら、これは、あと半分という

工事になると思いますけれども、しっか

りと計画性をもって、進めていただきた

いということでお願いしておきます。

　１０番のＪＲ千里丘西口エレベーター

の設置事業でございます。１０月に第１

回目の工程に関連した会議をしていただ

いたということでございますが、ＪＲの

ペースでいかないように、ＪＲのペース

でいくと、そのとおり、平成２８年にし

かならないので、これを何とかちゃんと

した熱意で早くできるように、これも同

じことですけれども、地元があって、地

元の切望でございますし、千里丘ガード

が開通しました。だけど開通したけど、

高齢者の方はその坂がきつくて通れない。

だから、エレベーターができたら、何と

か向こうに買い物に行けるということを

何人も聞いているわけで、楽しみにして

待っておられたのに、また２年、３年遅

れるということで、がっかりされる事は

間違いないわけでございまして、そうい

う意味では、しっかりと地域に対しても、

地元に対しても、どういう経過も含めた

一定の時期に説明責任もしっかりと果た

していただきますように説明会等を行っ

ていただくようにお願いをしたいと思い

ます。

－26－



　それから、この連絡通路の問題です。

自由通路という名称になっていますけれ

ども、一つも自由ではないんです。夜は

シャッターを閉めて閉じてしまいますし、

全く自由ではない、そのものはＪＲが持っ

ていますが、このエスカレーターの管理

については、摂津市が管理をしていると

いうふうな状態になっていますし、この

辺も合わせて交渉をしていただきながら、

いろんな面で利用できるように、例えば

広告料はＪＲが取っているんです。あれ

はすごくいいギャラリーになると思うの

で、摂津市がいろんな形で文化面とかの

面で利用できるようなことも考えながら、

一度検討していただきたいと思っていま

す。これは要望としておきます。

　それから、１２番、耐震診断補助金と

耐震補助改修補助金についてでございま

すが、あと５年という計画で、これはも

う達成不可能であると言われましたけれ

ども、そう言わずにまだ５年ありますの

で、最後まであきらめないで、大震災も

あって、摂津市自体も耐震を強化してい

くということになっていますし、特に学

校等を自治体は耐震強化していますし、

民間もやはりこれはしっかりと同じ足並

みをそろえて、安全安心なまちづくりを

つくっていかなくてはいけないという使

命があると思うので、そういう意味では、

無理ですと言わないで、何とか最後の最

後まであきらめないで、努力をしていた

だきたいと思います。これも要望として

おきます。

　それから１３番、公園維持管理事業に

ついてでございます。１年間たって、そ

の総括をやっていただきましたけれども、

今後の経過を見ながら、これもしっかり

と管理していただきたいとおもます。そ

れで、最近子どもたちが網をもって、ア

メンボウを捕まえたりしています。あそ

こに入って。子どもはああいう水のとこ

ろで親しんでいるんですが、ただ、ほと

んど生物がいません。アメンボウしかい

ません。ガランド水路のほうは小さい魚

がいたんですけど。子どもはそういうの

を喜びますから、ぜひ、生物が生息でき

るような水系を研究していただきたいと

思います。最終目標としては蛍が生息で

きるくらいの水辺にできれば、本当にす

ばらしいなと思うので、私は何とか頑張っ

ていきたいなと思いますので、頑張りま

しょう。これも要望です。

　最後、１４番です。淀川の沿川整備の

関係でございます。国営公園という方向

でいっているということでございますの

で、ああそうなのかと言わざるを得ない

んですけど、そんな中で、少しでも市民

の皆さんが利用できるような形態を整え

ながら、少しでも早く実施、完成できま

すように担当課としてはご努力いただき

ますようお願い申し上げまして、質問を

終わります。

○山本靖一委員長　９番目の千里丘三島

線について、中期財政見通しでの総事業

費が１０億１，２００万円というお話が

あったと思うんですが、正確な事業費に

ついて、もう一度答弁していただきたい

と思います。

　堀参事。

○堀土木下水道部参事　千里丘三島線道

路改良事業費は平成１９年度から現在ま

でで４億８，０００万円という形でご報

告させていただきます。これは千里丘三

島線の西側部分についての現在までの事

業費でございまして、千里丘三島線道路

改良事業全体の総事業費は委員のおっしゃ

る１０億１，２００万円の見通しとなっ

ております。

○山本靖一委員長　ほかに質疑はござい

ませんか。
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　原田委員。

○原田平委員　それでは、質問させてい

ただきます。

　資料の請求をいたしましたので、その

資料にも基づいて、質問をいたしたいと

思います。

　まず、歳入の土木使用料で、駐車場使

用料があります。これは、ずっとご意見

等も申し上げながら、これまでの経過も

聞きながら、ずっとやってきたんであり

ますが、やはり、自動車駐車場の使用料

につきましては、年々収入が下がってき

ております。一方、自転車はほぼ横ばい

状態であるということであります。これ

まで、私どもが提起をいたしましたよう

な内容を踏まえて、どのような取り組み

をしていただいたのか、お尋ねいたしま

す。

　２番目に、土木費国庫補助金として、

社会資本整備総合交付金が出ております。

これについての説明をいただきたいと思

います。

　３番目に阪急正雀駅前の道路整備事業

ということで、取り組んでいただいてお

りますが、平成２２年度の事業はどのよ

うな状況であったのか、ご報告をいただ

きたいと思います。

　４番目に竹の鼻ガードの通行安全につ

いて、本会議でも質問をされておられま

したが、この取り組みについて、どのよ

うな取り組みをされてきたのか、お尋ね

いたしたいと思います。

　５番目に決算事項別明細書１５５ペー

ジ、街路樹剪定委託料として、８０８万

５，０００円が計上されていますが、内

容等について、お尋ねをいたします。

　６番目に決算概要１４４ページ、水路

台帳システム構築委託料ということで４

７２万５，０００円であります。一方、

事後報告書では、２７６ページで摂津市

水路占用現地調査業務委託となっていま

す。この内容等について、お教え願いた

いと思います。

　続きまして、７番目に事務報告書２３

１ページ、公園施設に係る除草・清掃業

務委託として、社団法人摂津市シルバー

人材センターに２，０６３万３９０円の

執行でありますが、これについてお尋ね

いたしたいと思います。

　８番目、緊急雇用創出基金事業公園等

砂場消毒清掃委託ということで、一つ上

の公園等砂場消毒清掃委託と２本立てで

やられておりますが、緊急雇用創出基金

事業のほうは、額が大きくなっておりま

す。こういったことについての業務内容

について、お尋ねをいたします。

　続きまして、９番目に公園遊具点検業

務委託として、支出をされますが、内容

についてお尋ねいたします。

　１０番目、公園維持管理事業としての

９００万６，９４４円の執行であります

が、これについての内容をお尋ねいたし

ます。

　続いて、１１番目公園遊具補修事業と

して、これも５６９万８，３５０円の支

出でありますが、内容をお尋ねいたしま

す。

　続いて、１２番目、公園遊具取替工事

（その１）、（その２）を合わせて、５

７２万２，５００円の執行でありますが、

内容をお尋ねいたします。

　続きまして、１３番目、公園の管理に

ついて、決算概要１３２ページ、ちびっ

こ広場の管理補助金としては、１２４万

８，０００円の執行であります。庄屋公

園において自主管理ということで、地元

の皆さん方が自主的に公園を管理をして

いこうということで、ボランティアでや

られておられますが、これについても、

やはり何らかの管理補助をするべきでは
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ないかと感じております。庄屋公園は大

きな公園でありますので、地元で大変御

苦労をかけておるわけですけれども、こ

うした取り組みに対して、どのようなお

考えをお持ちなのかお尋ねいたします。

○山本靖一委員長　原田委員の２番目の

質問については、駅前等再開発特別委員

会の所管でありますので、ご了承をお願

いいたします。

　渡辺次長。

○渡辺土木下水道部次長　それでは、原

田委員のご質問に対して、お答えを申し

上げたいと思います。

　内容といたしましては、６番目の水路

台帳システム構築委託料の件でございま

す。この委託料につきましては、水路台

帳及び水路の占用台帳を電算化する、管

理システムを構築する事業でございまし

て、この事業としましては、平成２１年

度、平成２２年度、２か年で事業として

実施いたしております。予算につきまし

ても、緊急雇用創出基金事業ということ

で、１００％の府の補助金をちょうだい

しながら、やっていくという状況で、平

成２１年度につきましては、紙ベースの

水路台帳及び占用台帳、これを電算化い

たしました。

　平成２２年度につきましては、先ほど

委員がおっしゃっておりました事務報告

書、２７６ページに掲載されております

水路占用現地調査業務委託という内容で

発注をいたしております。内容といたし

ましては、データベース化いたしました

内容と現地の整合性、これを調査する業

務を発注させていただいております。

　今後の活用方法なんですが、データベー

ス化したことによりまして、占用料の徴

収業務の簡略化であったり、不法占拠等

の箇所の早期発見、あと、そのあたりで

管理の充実を図っていきたいというふう

に考えてございます。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、原田委

員の１回目の質問におきまして、１番目

の駐車場使用料についてのご質問にお答

えさせていただきます。

　自動車駐車場の使用料は、年々減少傾

向にございます。自転車につきましては、

平成２１年度から平成２２年度につきま

しては、若干増加傾向ではございます。

　フォルテ摂津自動車駐車場では、使用

料の減少は続いておりますけれども、平

成２１年度までは、定期使用がほぼ横ば

いであったというふうに記憶しておりま

す。一時使用の減少が減収の原因である

というふうに考えておりましたけれども、

平成２２年度を見てみますと、定期使用

の台数が１５００台程度減ってございま

す。逆に一時使用につきましては、３，

９００台増加傾向にございます。一時使

用が増えている状況でございます。全体

でも２，３００台ほど増えておりますの

で、この際に一時使用料を改訂するかど

うかにつきましても、料金設定、市営駐

車場周辺の民間駐車場より安くすること

が好ましくないと考えておりますので、

周辺の駐車場と同等もしくはそれより若

干高めということで、さらに検討をして

いきたいというふうに考えてございます。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　３番目の阪急正

雀駅前の道路整備事業についてのご質問

にお答えします。現在、阪急正雀駅南口

のエレベーター前の土地についてマンショ

ン建設計画が出ております。その土地に

ついて、道路用地の取得に向けて交渉を

行ってまいりました。これは、以前の土

地の所有者とは買い取り価格が合致しな

かったもので、交渉を継続してきた状況

でございましたが、その土地の所有者の

－29－



方が土地を売られたということで、新た

な土地の所有者と交渉を進めてきたわけ

です。この交渉の内容は、道路区域を明

確にし、用地買収もここまで入れますと

いう形で、道路区域の拡大、変更決定の

告示を行っております。それに基づいて、

開発行為にも制限がかかるということで、

交渉を進めてまいりました。その中で、

売却の時期というのは、駐車場の使用期

間が平成２３年６月末までということも

ございまして、平成２２年度内に同意は

しておりますが、契約と土地代金の支払

い等は、平成２３年度予算という形にな

ります。遊戯施設とも交渉しております

が、建物の補償の問題、移転補償の場所

的な形も出ておりまして、この時点で言

えば、継続して交渉中ということでござ

います。

　４番目の竹の鼻ガードについては、今

現在、私どものほうで、道路管理してい

るということでございます。いろいろ要

望を受けていますが、部分的な補修とし

て、昨年度から、竹の鼻ガードの壁につ

きましては、色を塗りかえるとかという

ことを考えている最中でございます。た

だ、通行止めの時間が長くなりますので、

千里丘北側の吹田操車場跡地の関係で拡

幅工事を行うと、今、調査をやっており

ますが、その時期に合わせて、工事実施

時期と合わせて、通行止めの期間を見な

がら、壁の塗りかえ等を考えていきたい

と思っておるところでございます。

　続いて、５番目の街路樹剪定委託料の

８０８万５，０００円ということでござ

います。この内容につきましては、毎年、

市道の中で、歩道を覆っている植樹帯、

それに樹木が生育して、車道、通行する

歩行者や車、車道を通行する車両につい

て、通行の支障を来すこともあるおそれ

もあることから、街路樹の生育状況、樹

形や美観、浄化機能、向上を求めて、剪

定をしております。この剪定につきまし

ては、夏と冬の２回に分けてやっており

ます。夏の剪定は大体台風対策も受けま

して、９月の初めぐらいから９月の中頃

くらいまでに完了させ、冬期の剪定につ

きましては、植樹の関係もございますの

で、年間を通じた契約をしているところ

でございます。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　原田委員の１回

目の質問にご答弁申し上げます。

　まず、公園施設に係る除草・清掃業務

委託を社団法人摂津市シルバー人材セン

ターに委託している件でございます。こ

れにつきましては、都市公園につきまし

て、７２か所となっておりますけれども、

これは、場所を、都市公園、緑地の中で

も分けておりますので、７２か所という

形になっておりまして、除草作業が普通

１回という形で、利用頻度の多い公園に

つきましては２回という形にいたしてお

ります。清掃につきましては、大体平均

いたしまして、週２回の清掃を行ってお

ります。

　次に、公園等砂場消毒清掃委託という

のが２つに分かれておりまして、平成２

０年度まで行っておりました２か月に１

回の砂場の消毒清掃、これが緊急雇用創

出基金事業とついていないほうの分でご

ざいます。それで、緊急雇用創出基金事

業といたしまして、２か月に１回という

ことは、両方合わせまして、１か月に１

度という形で砂場の消毒清掃を追加した

ものでございます。それで、緊急雇用創

出基金事業のほうが少し多くなっており

ますけれども、これにつきましては、利

用頻度の多い公園につきまして、さらに

回数を増やしております。

　それから、この考え方についてなんで
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すけれども、犬や猫等の動物による夾雑

物はそれほど多いというわけでもござい

ません。取りきれないというほどでもご

ざいません。２か月に１回で、夾雑物は

取り除けます。ただ、地面を歩いており

まして、そのまま砂場に入りますと、靴

の底には菌もついております。この菌に

つきましては、ずっと繁殖が続くもので

すから、それにつきましては、１か月に

１回行いましたけれども、２か月に１回

でもそれどほ変わらないのではないかと

考えておりまして、平成２３年度におき

ましては、緊急雇用創出基金事業もござ

いませんでしたので、元に戻しまして、

２か月に１回という形にいたしておりま

す。

　それから、公園維持管理事業としての

９００万６，９４４円でございますけれ

ども、これにつきましては、園路及び広

場補修で２３３万３７０円で主な修繕と

いたしましては、せんだん公園のジャイ

アントスロープ排水修理や、嘉円公園の

排水管の修繕ほか５件でございます。

　それから修景施設の補修につきまして

は２６４万２，８５０円で市場池オアシ

ス広場の修景デッキ、鳥山公園のパーゴ

ラ修繕ほか５件でございます。便益施設

の補修につきましては１９２万４，９０

４円で太陽電池時計修理、トイレ便器、

タンクの修繕等多くの公園で約３４件の

修繕を行っております。

　それから、管理施設修繕では１０５万

７，２４５円で、庄屋公園の管理等集会

室の壁、床修繕、鳥山公園の物置扉修繕

ほか１２件でございます。

　教養施設の補修は１０５万１，５７５

円で新幹線公園の新幹線車両の洗浄、塗

装の２件でございます。

　公園遊具補修事業でございますけれど

も、これにつきましては、シーソー、こ

れが１５万３，０９４円で、鶴野４丁目

ちびっこ広場、バンビちびっこ広場ほか

１件でございます。

　鉄棒では９万４，７０４で、せんだん

公園、鳥山公園ほか３件でございます。

　すべり台では３１１万９，３９３円で、

せんだん公園、いちょう公園ほか１３件

でございます。

　健康遊具では２１万円で、神崎川緑地

でございます。

　ブランコでは８８万７８１円で、せん

だん公園、鳥飼中ちびっこ広場ほか２件

でございます。

　木製遊具では６６万９，３８８円で、

さくら公園、三島公園ほか２件でござい

ます。

　スプリング遊具では５７万９９０円で

東一津屋公園、新幹線公園、各２件でご

ざいます。

　飛ばしてしまいましたが、遊具の点検

につきましては、都市公園で２４１基、

ちびっこ広場３５１基で、目視、触診、

打診による点検を行っておりまして、こ

のほかにコンクリートの露出であります

とか、各遊具との離隔距離と申しますか、

遊具の離れです。これも点検いたしてお

ります。

　それから、公園遊具の取替工事、（そ

の１）と（その２）がございまして、事

務報告書に示してあるとおりなんですけ

れども、これにつきましては、やり方と

いたしましては、遊具の取り替えにつき

ましては、毎年実施しております公園遊

具点検業務委託で、Ｄランクになりまし

てすぐ処置をするという中でも撤去が必

要なもの、完全にこちらで見まして、経

年変化でどうしても取り替えないといけ

ない遊具につきまして、取り替えをいた

しているものでございます。

　それから、続きまして、庄屋公園での
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清掃協力をしていただいている分につい

てでございますけれども、庄屋公園にお

きましては、清掃や剪定等、公園整備の

活動をしていただいていることは承知い

たしております。また、感謝もいたして

おります。非常にきれいな公園の姿を保っ

ております。開園当時からこの活動をし

ていただいていることを伺って驚いてい

る次第でございます。市内の都市公園に

はこのほかに定期的に一斉清掃をしてい

ただいているものや、公園内の花壇の整

備等をしていただいているところもござ

います。本当にありがたいことだと感じ

ております。まさに、本年度から始まっ

ております第４次総合計画の協働を先ど

りしていただいているものと思っており

ます。

　庄屋公園におきまして、何かできるこ

とはないかというお問いでございますけ

れども、先ほども述べましたように、他

の公園においても活動していただいてい

るところもありますし、見えないところ

でご協力をしていただいているところも

多数あるものと考えれますので、ここだ

けを取りあげて何かをするということは

難しくございます。ただ、これから先に

協働を広げていく上で、非常に結構な見

本とさせていただきたく思います。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　駐車場の使用料の収入で

ありますが、全体で２，３００台ふえた

という報告でありますが、総額にして減っ

ているという状況は変わらないわけであ

りまして、以前にも申し上げましたよう

に料金のあり方、あるいは料金の徴収の

機械化とか、あるいはいろんな状況を踏

まえて、経費の削減をすることによって、

この減ってきている部分に対する対処を

考えなければならないのではないかとい

うことを申し上げてきたんですけれども、

それについての全く見当もしなかったと

いう状況なのか、あるいはどのくらいに

考えておられるのか、一度お聞きをした

いと思いますし、自動車駐車場使用料で

３，２９４万９，３５０円の収入、これ

にかかっている費用をお示しいただきた

いと思います。自転車駐車場使用料につ

きましては、８，６０４万６，７００円

の収入、これについて、どれくらい費用

がかかっているのかということをお示し

いただきたいと思います。決算事項別明

細書１５３ページでは駐車場管理委託料

の費用は合計で１億２，６２３万３，０

００円ということでありますから、その

内容を再度お聞きをしたいと思います。

　阪急正雀の駅前の道路整備事業です。

努力をしていただいているんですけれど

も形として見えてこないということであ

ります。将来、十三高槻線の開通ととも

に、やはり阪急正雀駅前の整備、そして、

路線バス、あるいはタクシー、病院の送

迎用のバスとかそういったものの動線を

確保しなければならないという状況を踏

まえて、再度決意を聞かせていただきた

いと思っているところでございます。

　竹の鼻ガードの通行安全、いろいろ市

民の要望がたくさん出ているようですし、

私どもも聞いておりますので、そういっ

たことに対して、一般質問の中で拡幅を

何とか検討していってくれという話が出

ておりましたので、再度、どういう形で

やろうとしている決意をお聞きをいたし

たいと思います。

　街路樹剪定委託料でありますが、これ

も以前にも申し上げたんですが、夏と冬

にやっているということであります。こ

れは１者で請け負われておられます。例

えば、新在家鳥飼上線、これは道路延長

が非常に長い、そして、イチョウの木が

ずっと植わっている。昨年の平成２２年
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度の剪定でありますが、紅葉があって、

葉が落ちて、その後剪定されたわけです。

道路が落ち葉で見苦しい状況がずっと続

いていたわけです。紅葉も大事ですけれ

ども、そのように落葉する前に切ったほ

うが良いのではないでしょうか。これは

千里丘三島線のプラタナスもそうですし、

坪井味舌線にはもちの木が植わっており

ます。このもちの木の剪定は、早い時期

にやられると、夏の段階でやられるとい

うことです。これから冬にかけて、実が

赤くなって、非常に鮮やかな色で市民の

目を楽しませてくれるわけです。街路樹

として。最近、坪井味舌線でのもちの木

の実を見たことがないので、この点も検

討していかなければならないと思います

し、８０８万５，０００円の工事発注の

あり方について、検討しなければ、１者

ですべてをその時期にやるということは

非常に難しい、したがって、この工事を

分割で発注をしていって、それぞれの業

者がその時期に一斉に対応を取れるよう

な形をとっていただけないかと思います

ので、一度ご見解を賜りたいと思います。

　それから、水路台帳システム構築委託

料の４７２万５，０００円は、２か年の

事業がこれですべて終わったということ

ではないでしょうし、今後も水路の管理

をしていこうということでありますけれ

ども、データベースができ上がり、そし

て占用の実態も把握できて、今後それを

どのように活用していって、この事業が

継続できるのか、もう一度考えをお聞き

をしたいと思います。

　公園施設に係る除草業務委託、社団法

人摂津市シルバー人材センターに依頼を

されておりますが、請求した資料により

ますと、６３か所の除草をされておりま

す。年３回の草刈りをされているところ

が１か所、年２回されているところが２

８か所、年１回のところが３４か所であ

ります。１年間でトータルとして８２５

万３，１６８円を社団法人摂津市シルバー

人材センターにお支払いされています。

この単価は、１時間当たり７９０円とい

うことで、シルバーの皆さん方が市の請

負事業ということで一生懸命頑張ってい

ただいて、夏の暑い時期、１回清掃され

るわけです。その後、雑草が生えて非常

に見苦しい状態がずっと続いているとい

うことで、先般の一般質問の中でも議員

から公園管理のあり方について、質問を

されておられました。まさにそういうと

ころについて、考え直していかなければ

ならないというふうに思うわけでありま

すが、状況を聞きたいと思いますし、７

９０円というのは、時間当たりの最低賃

金なんです。これで、お願いをしている

ということについては、一度見直す必要

があるのではないかというふうに思うわ

けでありますが、どのようなお考えをお

持ちなんでしょうか。

　それと、決算事項別明細書１６３ペー

ジでは公園管理費のうち修繕料は１，４

９３万１，００２円の支出ということで

記載がありますが、先ほどお聞きした内

容を合計しますと、１，４７０万５，２

９４円になります。２２万４，７８０円

が足りないように思うんですけれども、

説明をお願いします。

　公園等砂場消毒清掃委託でありますが、

毎月やっても２か月に１回でも余り変わ

りがないということで、平成２３年度は

元に戻して、２か月に１回ということで

ありますから、これでよかったのかどう

か、やはり検証をしないと、必要だとい

うことで、やられた事業ですから、一度

検証をしてから今後のあり方というのを

決めなければなりません。補助金がこな

いから中止するというのでは公園の管理
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のあり方については、問題だというふう

に思うんですけれども、再度、見解を聞

きたいと思います。

　公園遊具の取替工事でありますが、

（その１）工事で、３６２万２，５００

円が執行されています。請求した資料に

よりますと、すべり台とかブランコとか、

リンクミニ遊具等で、材料費が１７６万

３，５５０円ということであります。そ

こに据付工事等がいるわけであります。

この材料費と据付工事費を合わせた直接

工事費費用に加えて、直接工事費の約９

０％として諸経費を見ておられます。

　この直接工事費の約９０％は非常に高

いのではないかというように感じるわけ

であります。設計金額は３８５万７，７

００円でありまして、落札額は、その９

４％になっています。市内の造園業者の

指名競争入札なんですけれども。そういっ

たことも設計の段階で、検討すべきでは

ないかというふうに感じるんです。

（その２）工事も一緒であります。２１

０万円に対して、材料費は１００万円余

りであります。リンクミニ遊具を見まし

たら、これは一日でも、掘り起こして、

撤去して、コンクリートを打ってタイル

を張ることができるわけでございます。

そういう工事も含まれてるわけでありま

すが、諸経費については高いんじゃない

かという考えなんですけれども見解を伺

います。

　庄屋公園の自主管理、地元に任せてい

るのが、これからの協働社会にあって、

理想的だというお考えですけれども、長

年頑張ってきていただいております。先

ほど申し上げましたように、ちびっ子広

場の管理については補助金が出されてお

ります。必要な経費ぐらいは若干見ると

いうのが、妥当じゃないかと思うんです

けれども、部長から答弁願いたいと思い

ます。

　それから、公園遊具補修事業でありま

すが、これも請求した資料によりますと、

ある１者はシーソーを９万７，４４４円

で修理をされてます。もう一つの業者は、

２基の修繕に対して５万５，６５０円と、

非常に安くやられてるというように感じ

るわけです。また、スプリング遊具の取

替を４件されて５７万９９０円なんです

が、１基あたり１４万２，７４７円の計

算なんです。先ほどの公園遊具の取替工

事でスプリング遊具については新品を買っ

た場合１２万６，４００円なんです。修

繕代で１４万２，７４７円の方が高くつ

いてる感じがするわけです。すべり台も

そうですし、鉄棒にしても、全部高くつ

いてるというように感じるわけでありま

す。総合的にで結構ですので、そういっ

た考え方についてお聞きをいたしたいと

思います。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　原田委員の２質

問に答弁いたします。

　阪急正雀駅前の動線確保の形が見えな

いではないかということでございますが、

今現在、用地買収をしております。それ

は旧駐車場があった区間、この区域につ

きましてマンション計画が考えられてお

りまして、工事に着手されているという

ことを聞いております。このマンション

計画の完了とほぼ同時ぐらい、時期にし

て平成２４年の秋以降、その時期に歩道

整備にかかっていきたいと思っておりま

す。歩道整備にある程度形がつきました

ら、こういう外郭のものができるという

ことで、ある程度、皆さんの用地交渉に

対するご同意等をいただけるものと考え

ます。交渉にも何らかの進展をしていけ

ればという考えを持っておりますので、

全力をもって用地買収を努めてまいりた
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いと考えております。

　竹の鼻ガードの拡幅につきまして、吹

田操車場跡地の活用については、その区

域の地元の要望等ございまして、都市機

構も検討を進められております。竹の鼻

ガードは暗くて勾配もきつい、舗装もが

たがた、安全柵があって歩道が狭い、頭

をぶつける等の問題がありまして、これ

につきましては、ＪＲとも話はしており

ますが、費用の問題も出てきまして、方

向性は見えておりません。ただ、現況の

中では皆さんが安全に通行していただく

ような壁の塗りかえや照明灯の改善、そ

れについては考えていきたいと思います。

拡幅につきましては今、形が見えない状

況でございます。

　街路樹剪定委託料につきましては、実

ができる前に刈ってしまったいうことは

本当に申しわけなかったと思っておりま

す。今後は、業者に街路樹に応じた剪定

をするように指導をしていきたいと思い

ます。

　街路樹剪定委託の発注計画の見直につ

きましては、年間続いた工事ですと、工

事の積算の経費の問題、それと事務事業

量、これは１回のほうが安くつくか、減っ

たりするのではないかと考えて１年間続

いておりますが、２回に分けることになっ

て、業者が工事請負される機会が増えて

きます。そういうことも含めて、来年度

は検討してまいりたいというふうに考え

ております。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　原田委員のご質問

にお答えさせていただきます。

　駐車場使用料について、平成２１年度

の自動車駐車場は３，４５９万９，２０

０円で、平成２２年度は３，２９４万９，

３５０円と、約１６０万円の減額になっ

てございます。自転車駐車場につきまし

ては、平成２１年度が８，４４８万４，

４００円に対しまして、平成２２年度が

８，６０４万６，７００円と逆に１６０

万円ほど増額にはなって、差し引きして

同程度になってございます。

　管理委託料というお問いでございます

けれども、自転車駐車場と自動車駐車場、

一緒になってございますので、合わせて

申し上げますと、平成２１年度につきま

しては１億１，３８９万５，０００円に

対しまして、平成２２年度が１億２，６

２３万３，０００円と増えてございます。

これは阪急摂津市駅前の自転車駐車場開

場に伴います、管理分がふえたことによ

るものが大きいものでございます。委員、

指摘のように、収入が減った分、支出を

減らすということでございました。支出

を減らすには、指定管理にお願いしてお

りますけど、それを抑制できるかという

こともございますし、フォルテ摂津につ

きましては施設の老朽化、維持管理の補

修も出てまいります。また、自動ゲート、

無人化の検討もしてまいりたいと考えて

おりますけれども、出入り口の問題であ

りますとか、ハンドルの位置の問題であ

りますとか、さまざま検討を続けてまい

りたいというふうに考えております。

○山本靖一委員長　渡辺次長。

○渡辺土木下水道部次長　それでは、原

田委員の、水道台帳システムの内容で、

今後どのように活用していくのかという

質問に答弁いたします。

　ご存じのとおり、国有水路、俗に言う

青線、これを平成１７年に市に譲与を受

けております。この延長が約５９キロと

いう延長になってございます。そのあた

りの維持管理、また、譲与を受けたこと

に伴いまして、占用料の徴収、これも、

わずかでありますけれども、させていた

だいてございます。そんな状況の中で、
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今のシステム化することによりまして、

各それぞれの水路の属性情報、そのあた

りを電算化することによりまして、将来

的に仮に担当が変わっても、それをたた

くことによって、その水路の属性、ここ

の水路は何年築造されたかという情報で

あったり、改修修理はいつ行ったかといっ

た、そのような情報を集約して入れてお

くことによって、今後集計作業もスムー

ズに行い、徴収の業務も簡略化していく

というふうな考えを持ってございまして、

今後、やはり、それと、もう一つ大きな、

不占対応という形も出てこようかと思い

ます。そのあたりも、システムの中に属

性として入れることによって、各年度の

不占対策、このあたりも計画していける

んじゃないかというような思いで、今回

のシステム、構築させていただいたよう

な状況でございます。よろしくお願いし

ます。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　それでは、原田

委員の質問について、ご答弁申し上げま

す。

　社団法人摂津市シルバー人材センター

の公園施設に係る除草・清掃業務委託及

び公園等砂場消毒清掃委託の件につきま

して、ご答弁申し上げます。

　まず、除草・清掃でございますけれど

も、夏場の暑い時期に、どうして、除草

までしているのかと申しますと、これは、

どうしてもその時期にイベント等が重な

りまして、急いでしないといけないとい

うこともございます。という形で夏場に

どうしても必要な場合がございます。そ

れから、今回の答弁もさせていただいて

おりますように、これにつきましては、

清掃の際に小さな草を少しでも引いて、

真夏の時期の大きな作業をしなくてもよ

いようにというように協議してまいりた

いと思います。

　続きまして、最低賃金の７９０円でし

ている件でございますけれども、社団法

人摂津市シルバー人材センターに委託し

ておりますのは、特命発注いたしており

ます。これは非常に安いという形で特命

発注という形になりますので、これを引

き上げますと、なかなか特命発注という

形では難しいかと思います。

　続きまして、砂場の清掃がこのままで

よいのかという形でございますけれども、

これにつきましては、他の市におきまし

ては、砂場につきまして、フェンス等で

動物の侵入を防いでいるというところも

ございます。小さなお子さんが遊ばれる

砂場ですので、それにつきましては、高

いフェンスをつくることもできません。

ただ、犬猫、イタチ等が進入するおそれ

もございますので、その辺も考えながら、

フェンスについては一度検討したいもの

と考えております。

　それから、公園管理費のうち修繕料で

２２万４，７８０円の計算が合わない点

については数字を読み間違えたのかもし

れません。再度読ませていただいてよろ

しいでしょうか。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午後２時３０分　休憩）

（午後２時３２分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　修繕料については、後ほど答弁をお願

いしますので、続きをお願いします。

　西村課長。

○西村公園みどり課長　公園遊具の取替

工事の経費が高いのではないかというお

問いでございます。

　それの積算根拠につきましては、大阪

府の都市整備部から発行されております、

土木工事積算基準に基づいております。

これには、経費の率も掲載されておりま
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して、公開もされております。ですから、

設計段階でこの経費率を変えるというこ

とは積算の体系を変えることになりまし

て、担当課だけでは、かなり難しいとこ

ろがございます。しかしながら、委員ご

指摘のとおり、設計段階で対応できる範

囲で経費の節減の検討を進めてまいりた

いと考えておるところでございます。

○山本靖一委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　公園管理につきま

して、庄屋公園のボランティア活動が盛

んで、熱心にされているという中で、そ

れに対する助成等が考えられないのかと

いうご質問です。

　実際、ちびっ子広場におきましては、

管理、除草、清掃等のことについて助成

をしているという状況がございます。

　庄屋公園の管理や清掃につきましては

社団法人摂津市シルバー人材センターに

委託しておりまして、それ以外のものに

つきましては、ボランティアにお願いし

ているような状況でございます。地元の

ごみ等の清掃活動については、現在は無

償でお願いしている状況になってます。

そして、私も今年、清掃活動に参加させ

てもらいました。夏の非常に暑い時期に

されてるということも認識しております。

　そういった中で、一方では助成金を出

してる、一方では出してないというよう

なことも現在ありますので、これについ

て、どういう形でどれだけの事ができる

かという事を内部で検討してまいりたい

と考えています。出す方向でという答弁

まではできないですけど、どういう形の

事ができるのかについては検討させても

らいたいと思います。

○山本靖一委員長　藤井部長のほうから、

正雀駅前道路整備について、決意も含め

て、今までの経過、いろいろと説明して

いただいてますけれど、その件について、

改めて、答弁まとめていただきたいと思

います。

　それから、小山部長からは答弁漏れと

いうことで、設計額に対する落札額が９

４％、こういうことについて、高いので

はないかという感想を持ってるけれども、

どういうふうに考えておられるかという

ようなこと、それから、遊具取替につい

て、修繕料が高くて新品のほうが安いと、

こういうことについても具体的に提起さ

れて聞かれていますので、答弁を求めた

いと思います。

　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　それでは、ご質

問の正雀駅前の道路整備についての決意

といいますか、今後の思い、担当課長の

ほうで、先ほど答弁ございましたように、

正雀の駅前に分譲マンションの計画が立

案されたことに伴いまして、その目の前

の道を、総幅員１０．５メートル、歩道

幅員につきましては３メートル５０セン

チという形で計画しておりまして、その

内容で道路区域拡大を図っております。

その道路区域拡大を図ったことを受けま

して、開発業者がそれに伴いまして、本

市と協議書を交わしまして、その協議書

どおりに交わした中で将来にわたって摂

津市に土地を売却するのか、それとも今

売却するのかということで交渉を重ねま

した結果、今現在、売却したいというこ

とがございましたので、売却の契約につ

きましては成立いたしました。

　ただマンションの目の前に限定いたし

ますと、工事等について支障がございま

して、そのことにつきましては、使用の

契約を結びまして、マンションが竣工す

ると同時に摂津市にわたりまして、将来

的には国費を持ちまして道路整備を考え

ておりますので、国費がスムーズに受け

られるような形での整備を今度計画して
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いきたいと思います。

　続きまして、それ以外のところでござ

いますが、一番ネックになっております

のは、やはり財源でございます。財源に

つきまして、千里丘三島線を前もって手

がけております。千里丘三島線の西側に

つきまして、来年度から着工に向け、来

年度予算要求の中に上げていきたいと、

今現在こう思っております。千里丘三島

線を、まずは仕上げつつ、続きまして十

三高槻線の動向を見据えながら、それに

つきましては、かねてからご質問もござ

いますように、十三高槻線ができれば、

正雀の駅前に向けては、通りについても

入れるようにというようなこともご要望

も聞いておりますので、そういうことを

考えつつ、道路整備をやっていきたいと

いうことで、今現在は目標に向かってご

ざいます。

○山本靖一委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　答弁漏れがござい

ました。申しわけございません。

　公園遊具の修繕と取替工事の単価に差

があって、取替工事のほうが安く、修繕

費のほうが約１４万２，０００円になる。

その差はどういうことなのかということ

でございますが、工事費の１２万６，０

００円につきましては、これにつきまし

ては、材料の購入費でございまして、そ

れに工事費の経費を載せますと約２０万

円を超すというような状況で、修繕料よ

りも高くなるということであります。修

繕のほうは見積もりをとって、その中で

工事を発注しております。取替工事につ

きましては、市で積算をしまして、大阪

府の積算基準に基づきまして経費を算出

して、１基当たりの単価に直しますと約

２０万円を超すというようなことになる

ということでございます。

　それと、落札額のことでございますけ

れども、担当部署としては積算基準に基

づきまして積算をし、入札につきまして

は契約担当のほうへ依頼しまして入札を

かけていただいておりますので、落札額

につきましては、私どもの方で、安い高

いという判断はできないと思っておりま

す。ただ、経費につきましては、先ほど、

担当課長も申し上げましたように、経費

の率を見直すということになれば、ほか

の部署等にも関連しますので、市全体の

中で、経費の見直しの基準等もつくるの

かつくらないのかということも検討しな

がら、考えていきたいと思います。

　修繕料の額が合わない点は、担当課長

のほうから答弁させます。

○山本靖一委員長　１点目の、山本課長

のほうからご答弁があった駐車場の収入

に対するコストの件です。自転車駐車場

使用料つきましては、８，６０４万６，

７００円の収入うち、コストは幾らかと

いうふうなことも聞かれています。答弁

をしていただきたいと思います。質問者

のほうは、そういうふうにおっしゃって

ましたので。

　それから、もう一つ、公園等砂場消毒

清掃委託の件でフェンスをつくるという

ようなお話があったんですけれども、実

際に菌の繁殖がある、そういう検証もし

ないで、中止するということの検証につ

いての答弁も求められていますので、合

わせて答弁していただきたいと思います。

　西村課長。

○西村公園みどり課長　先ほどの、修繕

料の金額は公園維持管理事業の修繕料と

公園遊具補修事業の修繕料、これを足し

たものだけでございました。したがいま

して、２２万４，７０８円の差がござい

ます。これにつきましては、車両管理事

業の中で行っているものでございます。

エンジンオイルの交換等、そういう、車
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両の修繕料を見ているものでございます。

それを足していただきますと、１，４９

３万２円となるというものでございます。

　それから、砂場につきましては、今ま

でそういう検証については行っておりま

せん。ですから、今後につきましては、

少し他市の状況を見ながら検討してまい

りたいと思っております。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、駐車場

使用料についてなんですけれども、モノ

レール駅、自転車と自動車駐車場の管理

委託料については一緒に指定管理に出さ

せていただいておりますので、分割する

ことができませんものですから、トータ

ルで申し上げます。

　平成２１年度の自動車駐車場と自転車

駐車場を合わせました管理委託料が１億

１，３８９万５，０００円でございます。

平成２２年度につきましては１億２，６

２３万３，０００円でございます。使用

料につきましては、同様に平成２１年度、

自動車と自転車合わせまして１億１，９

０８万３，６００円です。平成２２年度

につきましては１億１，８９９万６，０

５０円となってございます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　平成２２年度、自動車駐

車場の収入は３，２９４万９，３５０円

で、それに対してどれぐらい費用がかかっ

てるのかという単純な質問なんです。自

転車駐車場も８，６０４万６，７００円

の収入に対してかかってる費用はどれぐ

らいなのかという単純な質問でございま

すので、自動車駐車場の経費にいくらか

かっているのかということを聞いていま

す。

　それから、街路樹剪定委託についてで

ありますが、検討していこうということ

でありました。私が申し上げたいのは公

園の剪定も市内の造園業者に単価契約で

委託をされてます。１０者ぐらいと契約

をされてるわけでありますが、そこに同

じ単価で委託する等、いろんな方法があ

るだろうから、一度検討する必要がある

んではないかと思いますし、この８０８

万５，０００円を分けて発注すれば非常

に効率よく、そういう事業ができるんで

はないか、また入札することによって安

くなるんじゃないかというようなことも

考えますので、もう一度見解を聞きたい

と思います。

　公園の問題でありますが、課長が言わ

れるように、公園遊具取替工事は先ほど

申し上げましたような、落札額、直接工

事費の９０％、これは確かに諸経費が要

りますので見るべきなんですが、安全管

理費、一般管理費、そして、現場管理費

等々含めまして、おおむね皆６０％はそ

ういう諸経費としてみられている。９０

％基準であっても例えば先ほど申し上げ

ましたように、公園の中での工事でござ

いますので、安全柵をすれば十分できる

し、先ほど申し上げましたような小さな

工事は、その日にできるわけでありまし

て、そこも含めて直接工事費の検討をし

たいということでありますから、９０％

を６０％にすることによって、経費は安

くつくということになりますので、設計

段階で、そういう形をとっていただいた

ら、非常に工事自体が安価でできると、

市の財政の持ち出しが少なくて済むとい

うことを考えますので、再度、これだけ

検討していただきたいと思いますし、先

ほど新品に取り替える工事費用を考慮す

れば修繕費のほうが安いというご説明が

ありましたけど、そうであれば、全て修

繕ですればいいわけです。

　例えば、すべり台もそうですし、シー

ソーもそうですし、ブランコもそうです。
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修繕費のほうが安いんであれば、取替工

事ということで発注されることに矛盾が

あるというふうに感じますし、先ほど申

し上げましたようにシーソー一基とって

も、業者によっては大きさが違うかもわ

かりませんけれども、場所とかあるかも

わかりませんけれども、１台で、一方の

業者は９万７，０００円でシーソーの修

繕をやられてる、一方の業者は２基を５

万５，０００円で修繕されてるというこ

とになってます。これはどういう形で発

注してるのかと、やっぱり不自然と思う

わけです。もう少し、ご見解を聞きたい

というふうに思います。

　それから、社団法人摂津市シルバー人

材センターへの公園施設に係る除草業務

委託が特命発注みたいな形だから７９０

円でいいのだというお考えなんですが、

それならば安くあがっているのだから、

その回数をもう少し増やすべきではない

かと思います。先ほど申し上げましたよ

うに年に３回刈る場所、２回刈る場所、

１回刈る場所があります。そのことによっ

て、年中草が生えてるような形になって

るところもあります。除草した後、また

生えてということがありますので、その

辺を踏まえて、３回のところは大体いい

と思うんですけれども、２回のところに

ついて、あるいは、１回のところについ

てはお考えを聞きたいというふうに思い

ます。といいますのは、特に２回のほう

は、鳥飼地区の大きな公園でも２回なん

です。特にさつき公園は、草が多くて人

も近寄りにくい状況でありますし、そん

なことがありますので、再度見解だけ聞

きたいと思います。

　それから公園の、自主管理をしていた

だいてる、ボランティアでやっていただ

いてる方々に検討していきたいというこ

とでありますので、ぜひ実現できるよう

に、これは要望しておきたいと思います。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　駐車場使用料の件

ですけれども、フォルテ摂津の自動車駐

車場の管理委託料でございますけれども、

３，８６９万１，０００円、平成２１年

度、平成２２年度、同額でございます。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　それでは、３回

目の質問について、ご答弁申し上げます。

社団法人摂津市シルバー人材センターの

公園施設に係る除草業務委託でございま

すけれども、これにつきましては、やは

り大体３回ぐらい刈りますと、暑さに入

る前、終わった時期と秋の終わり頃にし

ますと、繁茂する時期に対応できるかと

思いますので、財政担当部署とも相談し

ながら、できるだけ回数をふやせるよう

に努力してまいりたいと思います。

　続きまして、遊具の取替工事につきま

してでございます。シーソー等いろいろ

な遊具がございますけれども、単価が違

うではないかというご質問でございます。

これにつきましては、やはり修理する箇

所及び大きさですとか、グレードですと

か、もとあった場所で取り替えますので、

それに合わせてやりますから、やはり値

段が変わるものでございます。

○山本靖一委員長　この場で暫時休憩し

ます。

（午後２時３３分　休憩）

（午後２時５８分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　それでは、答弁を求めます。

　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　自動車駐車場の

歳入歳出につきまして、ご答弁申し上げ

ます。

　当部が抱えております、市営駐車場と

いたしましては、３つの駐車場がござい
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ます。そのうち、予算といたしまして、

明確に載せておりますのが、フォルテ摂

津自動車駐車場だけでございます。この

歳入につきましては３，０６８万１，２

００円。駐車場の管理委託料といたしま

しては３，８６９万１，０００円が明記

されております。

　続きまして、残りの駐車場につきまし

ては、歳入と歳出等につきまして申し上

げます。摂津駅前自動車駐車場につきま

しては４６万１，９００円が収入でござ

います。それに対しまして、かかってお

ります管理委託料は約４３万８，０００

円でございます。

　南摂津駅前自動車駐車場につきまして

は、１８０万６，２５０円でございます。

それに対しまして、管理委託料といたし

まして１７０万円ということでございま

すので、大きくは、フォルテ摂津自動車

駐車場のほうが管理委託料に対しまして

歳入が下回ってる、俗に言う赤字でござ

います。これについて、今後歳入がふえ

る方向、これにつきましては使用料等の

見直しも含めまして、考えていきたいと

思います。

　今現在、管理させております、業者に

つきましては、今年を入れまして３か年

ということでございまして、残りあと２

年半ほど残っております。そのうちに、

その次の業者につきましては一般公募を

かけた形で募集していきたいと考えてお

りますので、残り２年半の間に無人化と、

それからセキュリティーの問題等々につ

きまして検討いたしまして、管理委託料

を抑える方向で考えていきたいというこ

ととあわせもって、収入がふえる方向で

検討していきたいと、こう考えておりま

す。

○山本靖一委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　それでは、公園の

管理にかかわるご質問につきまして、ご

答弁させていただきます。

　公園遊具の修繕費の内容につきまして、

単価差があるのではないかということで、

ご質問いただきました。その内容につき

ましては、主要な部品を取り替えたり、

あるいは簡単な部品程度で取り替えが終

わってるような内容がございますので、

その辺で差が出てるということでござい

ます。主要な部材を取り替えますと、や

はり高額になっているということでござ

います。

　公園等砂場消毒清掃委託につきまして

は緊急雇用創出基金事業の補助金がつき

ましたので、回数をふやさせていただき

ましたが、除菌等の検証もありますけれ

ども、やはり、予算の範囲内で消毒と砂

場の管理について検討してまいりたいと

考えております。

　社団法人摂津市シルバー人材センター

への公園施設に係る除草業務委託ですけ

ども、これも本会議の中でも、ご答弁さ

せていただきましたが、回数を増やすの

か、あるいは契約内容を変えながら、も

う少し除草に対する対応を考えていくの

か、この辺ももう一度内部で検討してま

いりたいと考えております。

　そして、最後に経費のことでございま

すが、先ほど公園の維持管理については、

９０％の経費がかかっていて、例えば、

下水等では６０％程度ではないかという

ことですけれども、下水道工事の簡単な

工事、例えば５００万円以下の工事であ

れば、やはり８割、９割程度の経費がか

かります。そして、道路の維持管理では

９０％から１００％の経費がかかってお

ります。ただ、委員ご指摘のように、で

きるだけ経費を軽減して市の経費の負担

を少なくするべきではないかというご質

問もありますので、その辺、どれだけ、
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どういうふうな形でできるか、これは都

市整備部だけで判断できるものではござ

いません。土木下水道部、あるいは工事

を発注する前には、工事検査室の事前審

査もございます。それに対する対応もご

ざいますので、その辺を総括的に検討し

ながら、取り組んでまいりたいと思いま

す。そういったことで、今後の公園の管

理については、一度全体的に、どのよう

にしていけばいいかということを検討し

てまいりたいと思っております。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　原田委員の質問

に答弁を申し上げます。

　公園の剪定を市内の造園業者に同じ単

価で委託する等、多くの業者に委託する

方法もあるということでした。これは、

時期的なもので、夏季、冬季、二つに分

けたらということで考えております。し

かしながら、そういうご指摘もございま

したので、発注方法を検討するときには、

そういった単価契約のほうを、その利点

として何があるかも踏まえて十分検討し

てまいりたいと思っております。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　意を汲んでくれたから、

これで結構です。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　そうしましたら、決算

事項別明細書３２ページのクリーンセン

ター使用料１１７万５，５００円にかか

わって質問させてもらいます。

　このクリーンセンター問題につきまし

ては、吹田市は平成２５年の春に機能停

止という形の中で動いております。吹田

市においては、議会でもいろいろ議論さ

れ、一般廃棄物は市域を越えて処理しな

いとされておりますし、そういう点では、

この摂津市と吹田市の考え方は、今後の

吹田操車場跡地の計画について、大きく

かかわってくると思うんですけれども、

正雀し尿処理場の跡地利用とのかかわり

について、担当のほうで、どのように考

えておられるか、お答え願いたいと思い

ます。

　次に、決算事項別明細書３６ページの

し尿処理手数料８３１万１，６４４円に

かかわって、質問させてもらいます。

　摂津市の公共下水道普及率が安威川以

北は限りなく１００％に近く、安威川以

南についてはおよそ９５％、市全体で９

７％前後ということで、東別府のほうの

裁判も決着がついて工事が始まってきて

おりますし、これも１００％に近づいて

いくと思うんですけれども、法令では供

用開始区域の公共下水道接続を義務とさ

れておりますけれども、これは残念なが

ら罰則規定がないということもあって、

なかなか接続がされないというケースが

多くあります。

　とりわけ、別府のほうで最近いろいろ、

私もお話を聞かせてもらうと、ある住宅

地では三、四十軒の中で、まだ五、六件

が接続されていない。そして、１０年以

上経過をしておるけれども、その間、と

きおり帰って来られるけれども、くみ取

りもしない、下水にも接続しない、どう

してるんだろうということを疑問をもた

れて、年金生活で５万円ぐらいで生活を

している中で上下水道の使用料もちゃん

と私ら払ってるのに、そういう形でいく

ということについては許せないというよ

うな話し合いがこの間、十数名の方と座

談会をして、お話をしたんですけども、

そういう点では、やはり罰則規定がない

からといって、放置をするのではなしに、

接続をしてもらうという努力を市のほう

はもっと、私はすべきではないかと思い

ます。改装されて、ついでに下水も接続

するということになるんかと思ったら、
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やっぱりそれは高くつくから下水の接続

はしない、あとの改装はするという形で

進められておる家もあるというようなこ

とを聞きますと、正直に真面目に下水に

接続して、苦しい年金生活の中から上下

水道料金を払っておられる方からすれば、

不公平感が残ってくると思います。公共

下水道へ接続し、水洗化するために、市

として、どのように今後取り組みをされ

ていくのか、今日まで、どういう取り組

みをされてきたのかと、このことについ

て、お答え願いたいと思います。

　３３ページ、土木使用料の駐車場使用

料について、同じ施設を利用する際に、

駐車場によって駐車料金に較差があると

いうことで不満を持っておられる方もい

らっしゃいます。駐車場の使用方法の問

題、あるいはまた料金の設定の問題につ

いて、どのように考えておられるのか、

その辺のことについてお答え願いたいと

思います。

　それから、決算事項別明細書１５３ペー

ジ、市内循環バス運行補助金１，０００

万円、これは議会でもいろいろ議論され

ておりますけれども、摂津市内の交通体

系を一遍根本的に見直すということで先

般アンケート調査をとられました。その

アンケート調査のとり方について、私は

いろいろと問題点もあろうかと思うんで

すけれども、そのアンケートの今現在の

取り組み状況について、ご報告を願いた

いと思います。

　それから、１５４ページの道路新設改

良工事の問題で原田議員からも質疑があ

りましたように、新在家鳥飼上線につい

て、いろいろと議論をされておりますけ

れども、最近の動きを見ますと、一向に

進んでいないというのが現状ではないか

と思うんですけども、この辺の買収につ

いての取り組み状況等についてもお答え

願いたいと思います。

　１６１ページのエレベーター設置基本

設計業務委託料７１４万円です。計画に

変更があって、エレベーターを設置する

場所も、まだ今のところ確定的ではない

と思うんです。設計の金額はどのように

変化していくのか、その辺のことについ

ても一遍、お聞きしておきたいと思いま

す。

　１５４ページの道路橋りょう費、その

中での光熱水費１，２３１万８，７３３

円に関係して、阪急正雀駅の地下道が非

常に暗いという地域の声が多くあります。

あそこは阪急電鉄の駅の地下道ですから、

敷地としては当然阪急電鉄の敷地だと思

うんですけれども、やはり道路としても

認定をされておると思いますので、そこ

に蛍光灯がついておるのは、これは市が

管理しておると思うんです。ＬＥＤ等、

明るいものに変えていく取り組みについ

て、担当として、どのように考えておら

れるのか、お尋ねをしておきたいと思い

ます。

　それから、阪急正雀駅周辺の整備の問

題で、先ほど、マンション建設について

質疑がありましたけれども、正雀ふれあ

い広場から駅のタクシー乗り場の間につ

いて、歩道の拡幅工事をするという形で

予算も計上して用地買収を進めていって

おられると思うんですけれども、その辺

のことについて一回、経過を、この機会

にお聞きしておきたいと思います。

　もう一つは、平成２５年に十三高槻線

正雀工区が完成します。そうしますと、

十三高槻線の側道を通って府営住宅の横

の広い通りを通って正雀ふれあい広場の

ところでバスがＵターンをしていくとい

うことになっていこうかと思います。そ

ういう点では、その取り組みを今からやっ

ておいてもらわないと、平成２５年に完
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成してからでは遅いということになりま

すので、その辺の取り組みについて、ど

う考えておられるのかお答え願いたいと

思います。

○山本靖一委員長　循環バス運行補助金

のアンケートは平成２３年度の事業にな

りますので、関連する部分があれば答弁

を求めたいと思います。

　渡辺次長。

○渡辺土木下水道部次長　水洗化率の向

上についてご答弁申し上げます。

　現在、平成２２年度末の公共下水道の

普及率は９７．３％でございます。地域

別に申し上げますと、合流区域が９９．

３％、分流区域が９５．４％、合流区域

については、ほぼ普及できている状況で

す。

　水洗化率につきましては、平成２２年

度末９５．２％、区域別で申し上げます

と合流区域が９７．９％、分流区域が９

２．７％という状況下にございます。現

在、今の水洗化の向上に向けての取り組

みということで、職員によりまして、供

用開始区域内の未接続家屋の調査、これ

につきましては、何とか終えてございま

す。

　それと、あと未接続家屋に対する啓発

活動、これを年数回に分けて実施をいた

しておりますが、しかし、なかなか各家

庭への聞き取りも含めながら、啓発はす

るんですけれども、先ほど委員もおっしゃっ

ておりましたが、下水道法でいうくみ取

り便所、３年以内の接続ということで明

記はされてはおりますが、罰則規定がな

い状況、この状況の中で各原因を聞き取っ

てまいりますと、やはり経済的なもので

あったり、家主と借家人との関係であっ

たり、家の建てかえ等によって検討して

るんやというような内容、いろいろと相

手からの聞き取りも伺っておりますが、

しかし、やはりせっかく公共下水道が埋

設されてるわけですから、一時も早く接

続をしていただくことによって、バキュー

ム車等が市内を走らない生活形態にもっ

ていきたいというふうには考えてござい

ますので、今後、我々の地道な活動では

ありますが、啓発活動ももう少し回数を

重ね、力を入れることによって、あと改

築等のタイミングも逃さないような形の

中での啓発、このあたりも実施してまい

りたいと考えておりますので、よろしく

お願いをいたします。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　阪急正雀駅の地

下道、この場所が暗いということでござ

います。照明灯、水銀灯が２か所ついて

おりますけど、全体として暗いため、今

後の取り組みが必要です。ＬＥＤにつき

ましては、現在新たに設置するのはＬＥ

Ｄの照明で設置をしております。ただ、

この場所につきましては管理区域の区分

が阪急電鉄とはっきりしておりませんの

で、今後は、まず管理の方法について阪

急電鉄と協議していきたいと思っている

ところです。管理形態をはっきり明確に

してから、ＬＥＤ等に順次取り替えてい

くという形を考えていきたいと思ってお

ります。

　それから、駅周辺のタクシー乗り場か

ら正雀ふれあい広場までの用地買収につ

きましてでございます。今までの経過と

しまして、遊戯施設の南側の土地を確保

しております。遊戯施設につきましては

何回か協議に足を運んでいますが、移設

費が高額なこと、それから、代替の土地

という話も出てきますので、なかなか合

意に至ってない状況でございます。あと

遊戯施設周辺の、たこ焼き屋の横の空い

ているところでございますが、ここにつ

きましては、建築工事を行って、相当前
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に建築確認を行って今まで保留してたと

いう土地でございまして、道路区域とい

うことも設定しておりますので、その交

渉もしてまいりました。たから、この土

地につきましても、やっぱり駅前で商売

をしたいということもありまして、代替

用地を要望されてます。ということもあ

りまして、なかなか現在進んでないもの

たくさんありますが、今後も用地買収に

向けて努力していきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたしたいと思

います。

　それから、平成２５年度の十三高槻線

開通までにバスのＵターン用地の確保に

取り組む必要があるということでござい

ますが、まずは用地の買収に取り組んで

まいりたいと思っております。

○山本靖一委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　正雀下水処理

場機能停止に関して答弁いたします。吹

田市が平成２５年の春と言っております

ので、私どものほうでも平成２５年の春

の機能停止ということで考えております。

ただ、移転であるとか、存置でそこから

公共下水道管に投入するような工事につ

いては、とても間に合わないということ

です。今、吹田市に、し尿等の受け入れ

をお願いしていますが、これに対して了

解をいただかない限り、平成２５年の春

というのは非常に難しいと考えていると

ころでございます。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　駐車場使用料の考

え方についてご答弁申し上げます。道路

交通課が所管しております駐車場につき

ましては、８時間以上２４時間まで１，

７００円という形で上限を決めさせてい

ただいております。その中で、先ほどの

原田委員の質問にありましたように、収

入が減っているという中で、近隣の民間

駐車場を越えない範囲の中で検討を進め

たいと考えているところでございます。

　市内循環バスについての補助金１，０

００万円についてでございますけれども、

アンケート調査は２３年度、今年度のこ

とでございます。平成２２年度の中で自

治連合会の皆様でありますとか、老人ク

ラブの皆様にお聞きした内容をすぐに反

映するのはなかなか難しゅうございます

けれども、それらを勘案した中でよりよ

い公共交通ができないものかということ

で検討してまいりたいと考えております。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　道路の新設改良工

事に関連して、新在家鳥飼上線の現在の

取り組み状況について答弁申し上げます。

新在家鳥飼上線につきましては、本年度

より予算計上をさせていただきまして、

整備につきましては、歩道の拡幅整備に

向けまして、本年度より番頭目水路のと

ころから市道新在家２１号線までの約１

５０メートルの区間につきまして、道路

の路線測量及び詳細設計の業務委託を既

に発注しておるところでございます。整

備スケジュールにつきましては、本年度

に測量設計委託を実施し、来年度からは

土地の鑑定、用地買収に取り組んでまい

りたいと考えておるところでございます。

○山本靖一委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　それではまず、

クリーンセンター問題の関連でございま

すけども、先ほど土木下水道部からクリー

ンセンターの取り扱い、平成２５年の春

に廃止という前提の諸問題についての答

弁があったと思いますが、委員から質疑

のありました跡地利用について、どうな

んだというような件でございますけども、

一応我々のほうでは全体の土地が正雀処

理場跡地で４．２ヘクタール、クリーン

センターで約０．３ヘクタールの面積が
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ございます。それぞれ、４．２ヘクター

ルは吹田市が所有し、クリーンセンター

の部分は摂津市が所有しているというよ

うな土地の所有区分がございます。

　全体で約４．５ヘクタール、これが全

部なくなれば４．５ヘクタールは空閑地

として、跡地利用できるであろうという

ふうに都市計画のサイドは跡地利用計画

を組むべきであろうというふうには考え

ておりますが、ただ近年変わってまいり

ましたのが、市として、いろいろ吹田市

と協議する中では国立循環器病研究セン

ターの移転問題が現在出ております。

　市としては、それに連動した形での土

地利用が今後必要ではないかというふう

に考えておりますし、そのあたりは十分、

吹田市との連携を図った上で、やはり摂

津市にあるべき４．５ヘクタールの土地

のあり方というものを今後検討してまい

りたいと、特に国立循環器病研究センター

の意向も、まだ明確には出ておりません

ので、ただ聞いております内容といたし

ましては、国立循環器病研究センターの

建て替えのリザーブ用地として何とか担

保してもらいたいという意向が漏れ伝わっ

てきてるのが今の現状でございます。今

後そのあたりは吹田市とも、当然４．２

ヘクタールという大規模所有者という形

になりますので、そのあたり十分、摂津

市は０．３ヘクタールといえども、摂津

市域でございますので、そのあたりはそ

れで物申していきたいというふうに考え

ております。

　次に、エレベーター設置の設計金額に

ついて、今後変更ないかというご意見で

ございますけれども、これにつきまして

は、先ほども答弁ありましたように今現

在、ＪＲ西日本、それと鉄道支援機構、

そして摂津市の３者で検討会を開いてお

ります。前回の本会議以降すぐに招集し、

１０月初めにはもう開催しております。

今の予定では全体で立ち会いをして、Ｊ

Ｒ西日本に支援機構が引き継ぐ施設、そ

の関係をできるだけ、かからないように

何とか逃げれる場所を探し出そうと、そ

うして、かかっても何とかその部分につ

いては協力を求めていって、できるだけ

早く着手し、そして地元の方々のご希望

にできるだけ沿うような形で工期の短縮

化も含めて、できるだけ早く前倒しで竣

工を見ていきたいというふうに我々も考

えておりますし、それに向かって鋭意努

力してまいりたいというふうに考えてお

ります。

○山本靖一委員長　クリーンセンター問

題で、跡地利用については、駅前等再開

発特別委員会で議論していただきますの

で、クリーンセンター問題について、そ

の部分に絞ってお願いしたいと思います。

　木村委員。

○木村勝彦委員　公共下水道の問題につ

いて、大阪市は明治の時代から始めて、

１００年にして１００％の水洗化を達成

しております。摂津市もここに至って、

やはり限りなく１００％に近づけていく

ということからすれば、やはりいろいろ

難しい問題、先ほど申し上げましたよう

な住宅地等も、建物だけが個人所有とい

う形の中では、いろいろと難しい問題が

ある、しかも、その家が借家になってい

るというようなケースもありますけれど、

そういうことで見過ごしてしまうと一向

に１００％に近づけないということになっ

てきますし、せっかく大きなお金をかけ

て下水管を埋設して、そのことが生かさ

れてこないということは、やはり魂が入っ

ておらないということになってしまいま

すからね。やはり大阪市が明治１００年

にして１００％の水洗化を達成したとい

うことも考える中で、摂津市としても、
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どうして１００％に近づけるかというこ

とについては、努力しているというだけ

では、いつもそういう答弁が帰ってくる

んですけども、具体的に前へ進んでいく

という努力の仕方があろうかと思います。

その辺は他市の状況もよく参考にしなが

ら、接続をしてもらうという努力を、こ

の機会にお願いしておきたいと思います。

　委員長のほうから、処理場の問題は、

駅前等再開発特別委員会の所管というこ

とがありましたけれども、クリーンセン

ターは跡地利用と大きくかかわってきま

すし、先ほど話がありましたように国立

循環器病研究センターにしろ、クリーン

センターが残っておれば来ません。計画

に大きな支障を来しますので、そのクリー

ンセンター問題をどう解決するかという

ことは吹田市と摂津市で努力をして前へ

進めていかないと、まして今の吹田市の

現状はさっきも申し上げましたように、

他市の一般廃棄物は受けることできない

ということは議会でも議論されておりま

すし、摂津市のし尿を受け取るというこ

とにはならないということもありますか

ら、非常に難しい問題があります。一緒

に吹田操車場跡地について、まちづくり

をしていこうということからすれば、吹

田市も摂津市もお互いに譲り合って協力

し合ってクリーンセンター問題を解決す

るということになっていかないといけな

いと思うんですけれども、その辺のこと

については、もうこれ以上答弁は求めま

せん。また、駅前等再開発特別委員会で

具体的な問題について議論されていくと

思いますので、そういうことで置いてお

きたいと思います。

　新在家鳥飼上線の問題、これは多くの

議員がこの問題を議論してきましたし長

年の時間も経過をしておりますし、その

間にどんどん周辺の開発が進んでいって、

ますます買収が難しくなってくるという

ような状態があるんではないかと思うん

です。その辺で、本当に摂津市が新在家

鳥飼上線を延長するということの考えが

あるとすれば、もう少し前向きに取り組

み、検討をしてもらいたいなということ

を希望しておりますが、その辺のことに

ついての決意について担当部長から、お

聞きをしておきたいと思います。

　循環バスについて、先ほど答弁をいた

だきましたけれども、アンケートは平成

２３年度のことですけれども、今、公共

施設巡回バス、路線バス、市内循環バス、

いろんな問題が非常に複雑に絡み合って、

摂津市の交通体系そのものが全市を網羅

するということにはなっていないと思う

んです。有料、無料の問題もあって、こ

れは法令の関係もあって、難しいと思い

ますけれども、とりわけ、鳥飼地域の皆

さん方は摂津市に地下鉄が来る、モノレー

ルが来る、バスが走るというふうなこと

を不動産業者から言われて家を買って来

たけれども、一向にそのことが前へ進ん

でいかない。通勤、買い物等について大

変不便であるということで、せっかく摂

津市で住まわれても出ていってしまわれ

るというケースが非常に多いです。摂津

市全体を網羅する交通体系をつくってい

くということについて、もう少し前向き

に検討してもらいたいという希望を持っ

ております。その辺のことについては、

担当部長からもう一度答弁をお願いした

いと思います。

　エレベーター問題は、先ほどの答弁で

一応今のところ結構ですけれども、バス

のUターン、正雀の府営住宅の横の問題

ですけれども、正雀ふれあい広場の所で

Uターンをするという点では、私は用地

買収の問題は大きく出てこないと思うん

ですね。すっと入ってこれると思うんで
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す。ただ、あそこにはデイサービスの施

設もありますし、その辺の整理の問題も

ありますから、用地買収の問題をあんま

り重要視をしなくてもできるのではない

かということを思います。平成２５年の

十三高槻線正雀工区完成に合わせて同時

に、そういう形がとれるように今から準

備をしてもらいたいということをお願い

したいんですが、その辺のことについて

担当部長のほうからもう一度ご答弁願い

たいと思います。

○山本靖一委員長　藤井部長のほうから、

クリーンセンター問題の平成２２年度の

到達点をもう一度、答弁していただきた

いたいと思います。

　それからバス問題についても平成２２

年の到達点と要請されてる内容について

答弁お願いしたいと思います。

　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　それでは、まず、

クリーンセンターの件について、平成２

２年度末までの取り組みといたしまして

は、先ほどから担当課長のほうが答弁し

ておるような内容でして、私のほうから

は今現在の取り組みといたしまして、先

ほどから出ております、機能停止の問題

から考えますと、クリーンセンターをど

ういうふうに今後進めていくんだという

ことで、やはり私の考え方といたしまし

ても、一般廃棄物だからクリーンセンター

を当該市でどうにかしなさいと言われた

ところで、仮に予算がございましても今

から準備しておったのでは、もう既に遅

い時期に達しております。そうしますと、

どうしたらいいのかと言いますと、もう

吹田市で受けていただいて、処理してい

ただくというような方法、もしくは正雀

下水処理場を稼働させていただいて、今

までどおりの処理をしていただく方法し

か残されていないのが現実でございます。

そういう方向も見据えながら逆算いたし

ますと、年内、もしくは年度内にはクリー

ンセンターの方向をどういうふうにして

いくんだということについては決着をつ

けていきたいというようなことを目標に

据えておるのが現実でございます。

　続きましてバス問題について、先ほど

言われましたように、摂津市全体を網羅

するような内容での取り組みについて、

どう考えておるんだということでござい

ますが、さきの一般質問にもございまし

たように、私のほうから答弁させていた

だきました内容といたしましては、今年

度末には、その方向について決め、残り

半年程度でそういう法的な準備等も含め

まして整備していきたいと考えています。

来年の１０月頃には今現在の形態、施設

巡回バスセッピィ号、これは無料で走ら

せています。市内循環バス、これは近鉄

バスに１，０００万円の補助金を出して

走らせておるわけなんですけれども、来

年の１０月ごろには何か代替案としてやっ

ていきたいということを考えております。

これが、今現在の取り組みの状況でござ

います。具体的に考えていることとしま

しては、自治会長さん等々に対しまして

意見を聞いていきたいと思います、何が

目的かと言いますと、やはり地域住民の

方がどういう形でどういうことを望んで

おられるのか、参考にさせていただきた

いと思います。他市の状況を参考にいた

しますと、住民も幾らか負担するから、

市民の足を何とかして欲しいと住民が立

ち上がっているそうです。本当に困って

おられる方については少しかもしれない

けれども負担もするからという声が上がっ

てくるかということを模索して、掘り起

こしをしておるような状態でございまし

て、そういうことで、そのような方々と

連携を持ちながら新たなバスの形態を見
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出していきたいと、こういうように思っ

ておるのが現状でございます。

　続きまして、平成２５年度の十三高槻

線開通までにバスのＵターン用地の確保

に取り組む必要があるということでござ

いますが、まずは用地の買収に取り組ん

でまいりたいと思っております。委員の

ご指摘は府営住宅の横のところの敷地に

ついては用地買収は関係ないのではない

のかということです。確かにそうです。

ここの敷地につきましては、社会福祉協

議会が表に立たれまして、大阪府から用

地を借り上げているという状況もござい

ます。それについての代替策を見据えな

がら、そこについて、もし空くような形

態が生まれるのであるならば、そこにつ

いて大阪府に対しまして、バスの転回地

として何とか貸してもらえるかというよ

うなことについて、もう既に進めていか

なければならないような時期に達してる

と思いますので、これにつきましては速

やかに進めていきたいと考えております。

○山本靖一委員長　水洗化の問題ついて

も決意をお願いします。

　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　し尿処理につき

ましては、先ほど担当課長から答弁をい

たしました。非常に時間のかかる問題だ

とは思いますけれども、今後におきまし

ても、し尿処理につきまして人海戦術し

か方法ございません。ということも含め

まして、より一層の努力を重ねまして、

し尿処理が少なくなっていくような方向

で努めていきたいと、こう思っておりま

す。

○山本靖一委員長　新在家鳥飼上線につ

いて。

　小山部長。

○小山都市整備部長　それでは、新在家

鳥飼上線の整備状況について、答弁申し

上げます。現在、整備に向けて、用地測

量、そして、路線測量するために権利者

と接触しております。筆数は８筆でござ

いますけれども、権利者数は７人でござ

います。その方すべてに、アポイントを

とって測量させてくださいとお願いし、

測量させてもらっています。その中で、

１名の方はちょっと難色を示されており

ますが、それ以外の方からは大きな反対

の声は聞いておりませんので、当初は用

地買収にかなりてこずるのかと思ってお

りました。ただ、その中でもやはり、計

画幅員を全部買ってほしい等、いろんな

状況がございまして、当初説明しました

予算どおりにいくのかどうか、今後は不

透明な状況になりますけれども、用地買

収は私が想定したよりも意外と早く進む

のではないかと思っております。用地買

収が早く終われば、整備もそれだけ早く

終わるということになってきますので、

用地買収に全力を尽くして、来年度から

進めてまいりたいと考えております。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　もう結構です。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、質問させてい

ただきます。

　他の委員が十分質問していただいたの

で、重複するところは視点を変えて質問

したいと思います。

　それでは、まず１番目、決算事項別明

細書６１ページ、自転車等鉄屑処分金で

あります。これは過去からもいろいろ質

問しています。一定の保管期間がなけれ

ば処分できないということなんですが、

平成２０年には２５万５，０６５円、平

成２１年には４７万５，９９２円、平成

２２年には４１万１，５０９円となって

ます。金額が増えているので、鉄屑の価

格が上がったとか、そういう形はあるか
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と思います。この中古自転車を何とかリ

サイクルできるような形の方策はとれな

いのかをお聞かせください。

　２番目、決算概要１２０ページ、交通

安全啓発事業の１２８万６，４７２円に

ついて、お聞かせください。

　３番目、決算概要の１２０ページの自

転車利用者指導委託料、平成２０年度で

は１，８５４万６，１６１円、平成２１

年度では１，８２８万４，８１３円、平

成２２年度では１，６１０万９０２円に

減少しています。この理由をお聞かせく

ださい。

　４番目、決算概要１２４ページ、狭隘

道路整備事業であります。その中で今、

平成２０年度から行われていると思うん

ですが、初年度は２９４万８，０００円、

平成２１年度には１１６万４，０００円、

平成２２年度では１５６万８，０００円

となっております。金額が伸びない理由、

現状の問題点をお聞かせ願いたいと思い

ます。

　５番目、概要１２４ページの街路樹剪

定委託料であります。８０８万５，００

０円、これは先ほどからも議論していた

だいております、その中で契約に対して、

今後見直していくというような前向きな

答弁もありました。その中で私がここで

お聞きしたいのは、台風１２号等により、

東京都内でも街路樹が倒れております。

そういった中で今の街路樹、これは公園

の樹木に関しては根の部分が広く張って

しっかりしておるとは思うんですけど、

街路樹の部分はどうしても根がしっかり

していないということで、剪定してもら

うときに、倒れないか診断していくよう

な方法はないのか、そういう委託料の中

に含むことができないのか、その辺の考

え方をお聞かせください。

　６番目として、決算概要１２８ページ、

ＪＲ千里丘駅西口エレベーター設置事業

でございます。１０月５日に３者で話し

合いをしてもらった内容を聞かせていた

だきたいと思います。

　７番目として、概要１２８ページの建

築設計監督事業のところで９万２，８１

０円、執行率が５７．６％とあります。

事務報告書の２２５ページでは管理件数

は多いですが、工事監督体制は今の状況

で万全を保てているのか、その辺のとこ

ろを聞かせてください。

　８番目として、決算概要１３２ページ

の公園遊具点検業務委託料であります。

平成２０年度から始まった事業かと思い

ますが、１３１万２，５００円、平成２

１年度では１３３万３，５００円、平成

２２年度には同じ金額の１３３万３，５

００円の委託料となってます。この内容

をお聞かせください。

　最後に概要１３２ページの公園遊具取

替事業、平成２０年度に５４６万円、平

成２１年度で１，６４２万２，０００円

で、残額が６４０万３，０００円ありま

した。平成２２年度は、平成２１年度か

らの繰越金額６００万のうちの５７２万

２，５００円を使われております。この

取替事業についてお聞かせください。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、野原委

員の質問に答弁申し上げます。

　自転車等鉄屑処分金の内容でございま

すけれども、平成２２年度の自転車移動

保管台数は２，２１６台で、平成２１年

度の２，１４２台から、７４台増えてお

ります。しかしながら、平成１７年の４，

８２７台からは、２，６１１台も減少し

ている状況でございます。鉄屑処分金に

つきましても、平成２１年度の４７万５，

９９２円から４１万１，５０９円に減少

しております。このことにつきましては、
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鉄屑価格の変動により若干の増減がある

ものでございまして、中古自転車をリサ

イクルできないかというお問いでござい

ましたけれども、再利用、または商品化

する場合には、現状有姿のまま行わない

こととしております。リサイクルをした

場合、市で商品としてつくれるのかどう

か、程度のよい再利用可能物を除いた状

態で他のものを鉄屑処分として引き取っ

ていただけるのか。逆に処分代金を支払っ

てまで引き取っていただかなければなら

ないということがございまして、リサイ

クルもしてない状況ではございます。

　それから、交通安全啓発事業につきま

しては、市内保育園、保育所の園児や小

学生を対象に、正しい信号の見方であり

ますとか、横断歩道の渡り方を、また、

高齢者を対象に自転車の正しい乗り方等

の内容として、交通安全教室を開催させ

ていただいております。本市ではずっと

小学校３年生を対象に交通安全教室を開

催していまして、毎年８００人を超える

児童の方に対して交通安全教室を開催し

ております。

　自転車利用者指導委託料でございます

けれども、平成２０年度につきましては

１，８５４万６，１６１円、平成２１年

度につきましては１，８２８万４，８１

３円でございました。平成２２年度につ

きましては、事業の見直しを行いまして、

それぞれの千里丘東、千里丘西、正雀、

摂津市駅前、モノレール摂津駅、南摂津

駅、それぞれの人員配置でありますとか、

時間配分を見直しまして、１，６１０万

９０２円と、平成２１年度より２１８万

３，９１１円の減額を図ったものでござ

います。以上でございます。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　狭隘道路の整備

事業で、平成２０年度から取り組んでお

りますが、この件数が伸びていないとい

うことで何か問題点や改善すべき点がな

いだろうかというご質問でございます。

私どもが取り組んできました課題・問題

点を申し上げますと、まず、角地の問題

があります。そして、市内の住宅でも面

積が小さい土地があります。その際、側

溝についてまで寄附や無償使用承諾をし

てしまうと面積が小さくなって建物が入

らなくなってしまうため、難色を示すと

いうことがございます。

　そういうことが理由で相談されている

ところがございます。これにつきまして

は、なかなか解決策が出ていないという

のが現状でございます。

　また、今、多いのは、店舗や建売住宅、

既存の住宅を建て売りにして、改造して、

狭隘道路を後退し、それに対して助成し

てもらえませんかというケースがありま

す。これは対象外になっておりますので、

件数が少なかったのかと考えています。

　次に街路樹剪定委託料、東京でもあり

ましたように台風で木が倒れてしまうこ

とがあります。本市の植樹帯につきまし

ての道路歩道、その中を利用してやって

おりますので、植樹帯の大きさが小さく、

根がしっかりしていないこともあります。

ただ、この辺につきましても、私どもも

なかなか判断することが難しいというこ

とございます。現在、夏季、冬季、２回

の剪定を行っておりますので、その業者

は、専門業者でございます。この業者に

も危険性が無いか確認していますが、今

後こういう事例も踏まえまして、もう少

し指導を厳しくするなりして、危険のあ

るものに対しての報告を義務づけていき

たいと考えています。

○山本靖一委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　それでは、ＪＲ

千里丘駅西口エレベーター設置事業につ
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いて、ご答弁申し上げます。

　今の現状はということで、実は先般１

０月５日に、先ほどもご答弁申し上げま

したように３者間で協議を開いておりま

す。ＪＲ西日本、鉄道運輸機構、摂津市、

そのときに３者間の開催の趣旨について

確認をいたしております。それは何かと

申しますと、先般の建設常任委員協議会

のときにご提示させていただきました、

平成２７年度末をもって完成というスケ

ジュールでございました。それをもとに

いたしまして、我々はエレベーターの設

置の短縮、これを基本に置いてもらいた

いということで申し入れております。そ

れは、ある程度皆さんも理解いただいて

るという感触は我々は持っております。

次にエレベーター設置にかかわって、当

然、関係者として協力してもらいたい、

支援もいただきたいということも正式に

話をしております。鉄道側で何か、補助

制度がないのかということを検討しても

らいたいということも申し入れました。

　それともう一点は、特に今までは個々

の交渉で協議をやっておりましたので、

３者間が集まればそれは立場もあります

けれども、お互いの課題出し合いましょ

うと、この点を持って今後この３者間は

進めるということで、その場ですべて確

認をいたしております。今後の目標でご

ざいますけれども、特にこの設計工事に

かかわる部分につきましては、当然ＪＲ

西日本がすることになろうかというふう

には思っておりますので、そのかかわる

部分つきましては、基本協定を２者で結

ぶ。負担協定が整えば、今度はＪＲ西日

本、市、鉄道運輸機構で、また改めて負

担協定も結んでいくと、そういうような

一つの手続を淡々と進めていきたいとい

うふうに思っております。

　もう一点、２４時間解放問題がござい

ます。これにつきましては、我々の都市

整備部ではなく、土木下水道部の所管と

十分協議をさせていただきながら、どう

いう形であれば今の条件、整備が整うの

かということも今後時間をかけながら、

２４時間開放が可能かどうか含めまして、

庁内協議も進めてまいりたいというふう

に考えてございます。

○山本靖一委員長　林課長。

○林建築課長　建築設計監督事業につい

て、工事管理体制と施工管理が万全に行

われているかとのお問いでございます。

平成２２年度は大規模な工事としまして、

市営住宅建設工事や小中学校の耐震補強

工事等９件ございまして、これらにつき

ましては設計事務所に工事管理を委託し

てまいりました。また、市の直営での設

計及び工事管理が９件と実施設計業務委

託が５件、工事管理業務委託の監督が９

件で合わせまして３２件となっておりま

す。課長代理以下、３名体制で大規模工

事につきましては、管理業務委託により

設計事務所の協力のもと、工事管理につ

きましても適正に施行してまいりました。

また、その他の工事につきましても、工

事期間をずらす等、工夫いたしまして、

工事の集中を避け、この体制で適正に実

施してきたものでございます。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　野原委員の質問

について、ご答弁申し上げます。

　公園遊具点検業務委託につきましては

目視、触診、打診による点検を行いまし

て、平成２０年度につきましては５２６

基、平成２１年度については５７７基、

平成２２年度につきましては５９２基の

点検を行っております。これをすべて入

札で行っております。

　続きまして、公園遊具取替事業でござ

いますけれども、これにつきましては、
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平成２０年度から平成２２年度で計画し

ておりまして、平成２１年の第２回定例

会で地域活性化・経済危機対策臨時交付

金を受けて、１，０００万円の補正予算

を組むことができましたことから、平成

２２年度実施予定を平成２１年度に前倒

しできましたので、先ほどの遊具点検業

務でのＤ判定の危険度の高いものにつき

まして、おおむね平成２１年度で解消し

ているものでございます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、自転車等鉄屑

処分金は今お聞きしたんですけど、今、

これだけ節約が大事だといろんな部分で

言われてる中で鉄屑にしてしまうのは、

もったいないと思います。十分使える自

転車を鉄屑にしてしまうというのはあま

りにももったいないと思うので、今お聞

きした中では、いろんな問題はあろうか

と思うんですけど、今後また、考えられ

る部分があれば考えてもらって、ぜひリ

サイクルで使えるような形で、また新た

なところで使ってもらえるような形の何

か対策を考えていただけたらと思います。

　２番目の交通安全啓発事業であります。

各小学校で自転車の安全な乗り方という

形で、教育委員会と取り組んで、啓発さ

れてるんですけど、ここで問題にしたい

のは、せっかく摂津市には正雀交通公園

という公園がありながら、何ら活用され

てないと思うんです、せっかくあるもの

を使わない、ここ何十年も使っておられ

ないと思います。２年前、信号機が全然

動かなかったものがやっと動くような形

で使えるような状況にもっていってもらっ

たという形はあるんですけど、あそこな

ら近くに児童センターもありますので、

何か子どもたちに自転車の正しい乗り方、

もしくはＰＴＡの方にそこで講習しても

らったり、それで証明書等を出したり、

自転車の正しい乗り方をしてもらって、

模範をそこで講習するような形、それは

警察との協議もいろいろありますが、正

雀交通公園の活用の仕方について、お聞

かせ願いたいと思います。

　３番目の自転車利用者指導委託料のと

ころで、今、それぞれ人員の配置とか、

いろんな見直しで２００万円ぐらい下げ

てきたという形の努力は認めさせてもら

います。そういった中で、ＪＲ千里丘駅

西口のところとか、そういうところでも、

清掃が行き届いていなくて、やっぱり汚

い、ごみが散らばってるところもありま

す。清掃作業とまでは言わないですけど、

時間を有効利用してもらえるような契約

方法とかそういうことも、一工夫して、

それぞれの場所をきれいにできるような

ことを考えられないか、お聞かせ願いた

いと思います。

　狭隘道路の件ですが、今言われたよう

に、角地なんかで両方とられるという形

のもので、なかなか提供する方が、提供

しにくいという形はあって、これは財政

にかかわることですが、片一方を買い取っ

てあげて、そういう形で広げていくとい

う、他市ではそういう形をやっていると

ころもあるようにも聞きますので、うち

の財政事情でそういうことができるかど

うかはわからないんですが、やはりこれ

を増やしていって、きっちりした道路を

整備していくという方法を、３年過ぎた

ところでいま一度見直して、やはり提供

してもらう方にも提供しやすいような、

条件面の整備とか、そういう形をしても

らうというのも一つの方法はあろうかと

思います。せっかく平成２０年度にこう

いう形の整備事業始めようという形で取

り組んだものを形にしていくのには、そ

ういったいろんな、提供される方にも十

分メリットがあるというような形を、今
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後とも一回検討していただくことを要望

しておきます。

　続きまして、街路樹剪定委託の件であ

ります。先ほど言いましたような形で、

これも要望とさせていただきますが、今、

２回の剪定のときにもお願いしてるとい

う形なんですけど、できましたら契約の

中に盛り込めるかどうかはわからないで

すけど、剪定のときに同時に、診断もし

ていただくような形ができれば、これは

また、入札の価格が上がるとかいろんな

形も出てこようかと思うし、それは、担

当部署の方がそれぞれ全市を職員で年１

回でも見回るとか、安全対策をとられて

るということもありますが、素人が木を

見て、その中が腐食してるかどうかいう

のはなかなか目視ではできないと思いま

すので、先手を打つには、やっぱり、プ

ロに見てもらうということも必要かと思

いますので、これも一応検討していただ

きたいと思います。

　ＪＲ千里丘駅西口エレベーター設置事

業に関しまして、早い取り組みを過去か

らやってきてもらったら、延びるような

ことはなかったと思うんです。１日も遅

らせることなく進めていただきたいと思

います。そういった意味で地元自治会と

か市民の方のことも踏まえた中で、ＪＲ

等と一緒に話しする機会を地元の方も要

望されておりますので、そういう形の取

り組みも今後考えていただきたいと思い

ます。

　一般質問でも言わせてもらったんです

けど、マスコミが取り上げないと動かな

いというような、そういう体制もあるよ

うに思いますので、やはり市民の声とい

うか、利用者の声を一番前面に出して向

こうとの交渉に挑むという事が必要と思

いますので、今後とも、そういう面では

検討していただいて、１日も早くできる

ような取り組みをお願いしておきます。

　７番目、建築設計監督事業であります

が、この間の市民図書館の件もあります。

これはやはり工事の管理体制といいます

か、公共施設の、いろんな形のチェック

していく中で、今の体制、事業が増えて

くる中で今の体制で今後いけるのかどう

か、本当にチェックできるのかどうか、

その辺の考え方、取り組みを聞かせてい

ただきたいと思います。

　続きまして、公園遊具点検業務委託料

について、過去、Ａ判定、Ｂ判定、Ｄ判

定という形の資料をされて、一応、Ｄに

関しては重要な部分に異常、または全体

に老朽化、至急対応が必要というのがＤ

判定で、この部分を中心に取り替えると

いうような形で、今までは本市では目視

でたたいたりをやってたけど、やっぱり

職員だけではだめだという形のところで

一般の検査機関を入れて、こういう委託

事業にされたと思うんですけど、平成２

１年度と平成２２年度が同額という形で

すが、公園数も多い中で、この金額で毎

年どのぐらいの規模でどうやって見ていっ

て、この１３３万３，５００円で、何か

所ぐらいで何基を見るというような形で、

この委託料が決まってるのか、その辺の

内容を聞かせていただきたいです。毎年

同じ金額で同じ形やったら、年間何基を

見るという形か、それとも面積を見るの

か、どういう形の委託内容になってるの

か、その辺を聞かせていただきたいと思

います。

　そして、公園遊具取替事業であります。

これは順次やっていって、平成２２年度

で、このＤ判定の部分を大体、解消でき

るという形のようにお聞きしたんですけ

ど、今までＣ判定の形が、もうＤ判定に

なっているというような形もあろうかと

思います。そういった中での取り組みで
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全公園がＣ判定より安全な、Ａ判定、Ｂ

判定に近づけるような形にもっていって

もらって、子どもたちの安全を確保して

もらいたい。今までは公園というのは子

どもたち中心の遊び場だったんですけど、

これから高齢者も増える中で、高齢者の

方も公園を有効に使うということで健康

遊具を公園にも整備していくというよう

な形の取り組みをされています。新しい

器具に取り替えるには健康遊具を取り入

れてという形なんですが、その辺の考え

方、取り組みを聞かせていただけたらと

思います。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、野原委

員の質問にお答えさせていただきます。

交通安全啓発事業について、正雀交通公

園の活用ということですけれども、交通

安全教室に対しましては学校なり保育園

なり幼稚園に出向いて、信号機でも持ち

運びができるものであったり、横断歩道

でも巻いてロールにするものであったり

いうことで、持ち運んでそこで教室がで

きるということで、ここまで足を運んで

いただくということが果たしていいもの

かということもございます。これが使え

るようになりましたら近隣の、先ほどおっ

しゃいましたような保育所でありますと

か、そういう児童センターでありますと

かの方の活用には要望があれば使えるか

なと思います。また、使えるようになり

ましたら遊びの中でそういう信号という

ことを覚えていただくことには十分使え

るかなというふうには思っております。

　自転車利用者指導委託の方に清掃も委

託できないかということでございました

ですけども、委員おっしゃるように汚い

ところにはいろんなもの捨てられたり余

計にとめられたりということは十分承知

しております。ただ、今、放置自転車の

関係で苦情がございますのは、指導員が

いてたのに、ここは停める所ではないで

すという指導を受けなかったというよう

な、言った言わないの話もございますの

で、掃除していて、目を離したときに何

も言われなかったから停めたんだという

ようなことが起きては、困りますし、そ

れは可能であれば検討してまいりたいと

思いますけれども、そういうことを懸念

するところでございます。

○山本靖一委員長　林課長。

○林建築課長　野原議員の質問に答弁申

し上げます。

　今後の工事、管理体制についてでござ

いますが、平成２３年度につきましても、

市営住宅建設工事、摂津小学校の給食調

理場新築工事、べふ幼稚園改修工事、千

里丘小学校耐震補強工事等、平成２２年

度以上の工事管理業務を３人体制で実施

しているところです。平成２４年度以降

につきましては、中期財政見通しにおき

まして義務教育施設の耐震化のピークが

始まり、平成２７年度まで続くとされて

おりますことや、給食調理場改修、そし

て、市有建築物の耐震化も予定されてお

りますので、相当の業務量が発生するも

のと予想いたしております。そのために

も工事設計や管理監督業務遂行への充実

は不可欠であろうと認識いたしておりま

す。

　今後ベテラン技術職員等の退職に伴う

技術の継承につきましても、５年後、１

０年後を見据え、若手職員とペアを組み

ながら技術の伝承に努めているところで

すが、もう少し時間が必要と考えており、

今以上の体制づくりが必要で、一部市の

直営等の業務を設計事務所等に委託する

対応等も今後検討してまいりたいと考え

ております。

○山本靖一委員長　西村課長。
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○西村公園みどり課長　野原議員の質問

に答弁申し上げます。

　正雀交通公園につきましては昭和４９

年の開園でございまして、開園当時は小

学校の交通教室等に多く利用されており

ました。その後、一部が府道十三高槻線

の用地となっております。用地が狭くな

りましたので、小学生には少し物足りな

いかなという感じもいたしております。

小学校の教室には、現在は可搬式の信号

や標識が利用されているとも聞いており

ます。しかしながら、この公園につきま

しては、信号や標識や横断歩道等を設け

た、いわば特殊な公園でございまして、

なかなか公園をこれから先につくること

もできませんし、すぐ東側には正雀公園

もございますので、この公園はぜひとも

残してまいりたいと思います。

　今後につきましては、委員のご提案も

も考慮いたしまして、ホームページ等を

通じましてＰＲにも努めて近所の幼稚園

や保育所等から歩いて正雀交通公園へ来

ていただき、その際には、信号機も点灯

し、交通の勉強といいますか、こういう

ことに役立てていただけたらと考えてお

ります。

　続きまして、公園遊具点検業務委託料

でございますけども、先ほど述べました

ように、件数につきましては増えてござ

います。この価格の決定でございますけ

れども、業者から見積もりを徴しまして、

それで価格を決定し１基当たり幾らとい

う形で決定いたしまして、発注はいたし

ておりますけれども、入札でございます

ので、偶然にも一致しておるということ

でございます。

　それから、公園遊具取替事業の中で健

康遊具が少ないのではないかということ

でございますけれども、取替に際しまし

ては地元の方々ともご相談申し上げまし

て、どういう器具に代えるかも相談いた

しております。しかしながら、遊具、施

設につきましては、そのままの形でとい

う希望が多ございます。中には健康遊具

に代えて欲しいという要望もございます

が、あまり進んでないのが現状でござい

ます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　ありがとうございます。

また詳しくというのか、突っ込んだ質問

は予算のときにさせていただきます。あ

くまでもこれは次年度予算につながるい

ろんなお願い、要望をさせてもらったと

ころでありますので、また予算委員会の

ところでいろいろ質問させていただきた

いと思います。

○山本靖一委員長　ほかに質疑ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会いたします。

（午後４時２２分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長山　本　靖　一

　建設常任委員　野　原　　　修

－56－


